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はじめに 

近年の医療技術等の進歩によって、小児慢性特定疾病をはじめ、多くの慢性疾患を抱

える児童が思春期・成人期を迎えるようになってきた。適切な医療を受けるためには、

年齢や状況に応じて小児科から成人診療科に移行したり、小児科と成人診療科を併診し

たりする必要があるが、小児期発症の慢性疾患を抱える児童は、幼少期から継続して 

通っている小児科への信頼が厚いことや、成人診療科では小児科と異なり、多岐の診療

科による治療が必要なことから、成人診療科に移行ができず、成人後も小児科を受診し

ているケースがある。 

しかし、成人後も小児科だけで診続けることは、成人期に発症する生活習慣病や悪性

腫瘍に対する治療などの知見がない場合があるなど、必ずしも適切な医療を提供できな

い懸念がある。 

患者が継続して適切な医療を受けるためには、単なる転科ではなく、小児科から成人

診療科へ円滑に医療の橋渡しを行うことや、患者・家族に対して福祉的支援等による自

律・自立支援等、患者の年齢や状態に応じた医療を受けられるようにするための支援が

必要である。これを移行期医療支援と呼ぶ。 

移行期医療支援を推進するため、厚生労働省は、「都道府県における小児慢性特定疾

病の患者に対する移行期医療支援体制の構築に係るガイド」を策定し、移行期医療支援

センターの設置を都道府県に対して促している。しかし、ガイド策定から８年超が経過

した令和７年 11 月においても全国 12 か所にとどまっており、全国で移行期医療支援セ

ンターの設置が進んでおらず、その必要性が全国に十分周知されているとは言えない状

況である。 

こうした状況を打破するため、厚生労働省は、補助事業により、令和４年度より移行

期医療支援に関する実態把握調査や課題抽出を実施してきた。 

本年度は、令和６年度に実施した、各ステークホルダー（医療機関、保護者及び当事

者、都道府県）の移行期医療支援における課題抽出を踏まえ、①各ステークホルダーの

課題を解決するためのツール検討・作成と、②医療資源の地域差を踏まえた移行期医療

支援体制について以下のように検討した。 

＜①各ステークホルダーの課題を解決するためのツール検討・作成＞ 

各ステークホルダーの課題解決のためのツールを作成。 

・医療機関向け：成人移行支援コアガイドナビ 

・都道府県向け：移行期医療支援に関する困りごとを把握するモデル調査票 

        移行期医療支援センター設置のための事例集・調査手引き 

・保護者及び当事者向け：移行期医療支援の理解促進のためのリーフレット 

移行期医療支援の理解促進のための動画 

先輩家族の体験談（おとなの医療に向けた準備） 



 
 

＜②医療資源の地域差を踏まえた移行期医療支援体制＞ 

全国の移行期医療支援センター12 か所（令和７年 11 月時点）と都道府県から移行期

医療支援センターを受託していないが、独自に移行期医療支援センターを設置している

医療機関にヒアリングを実施し、その支援の差が生じている要因等について検討した。 
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１．事業の目的と概要 

 本章では、本事業の実施背景、目的及び具体的な事業の実施方法等について記載する。 

 

（１）事業の実施背景及び目的 

① 背景 

近年の医療技術等の進歩によって、小児慢性特定疾病をはじめ、多くの慢性疾患を抱える児童が

思春期・成人期を迎えるようになってきた。成人後も小児科だけで診続けることは、成人期に発症す

る生活習慣病や悪性腫瘍に対する治療などの知見がない場合があるなど、必ずしも適切な医療を提

供できない懸念がある。このため、適切な医療を継続出来るように、年齢に応じて小児科から成人診

療科に移行する必要があるが、慢性疾患を抱える子どもは、幼少期にり患することも多く、小児科か

ら成人診療科の医療機関に移行することが難しいといった課題がある。これは、小児科は総合診療

医として、様々な病状に対応する一方、成人診療科は臓器別などに診療科が分かれることで、複数医

療機関に通うことが困難になる、幼少期から継続して通っている小児科への信頼が厚い、子どもの

自立が進まないなどが原因である。  
このため、患者が継続して適切な医療を受けるためには、単なる転科ではなく、小児科から成人診

療科へ円滑に医療の橋渡しを行うことや、患者・家族に対して福祉的支援等による自律・自立支援

等、患者の年齢や状態に応じた医療を受けられるようにするための移行期医療支援が必要である。 

移行期医療支援を推進するため、厚生労働省による令和６年度難病等制度推進事業では、移行期

医療支援の主なステークホルダーである医療機関、都道府県、保護者及び当事者における、移行期医

療支援の認知度や移行期医療支援に係る実施内容等の実態が明らかになった。今後の移行期医療支

援の支援方策を検討するにあたり、各ステークホルダーにおける移行期医療支援に係る課題を抽出

した。今年度は、明らかになった各ステークホルダーの課題を解決するためのツールを検討し、作成

した。 

また、医療資源の地域差を踏まえ、全国の移行期医療支援センター12 か所（令和７年 11 月時点）

と、都道府県から移行期医療支援センターを受託していないが、独自に移行期医療支援センターを

設置し、移行期医療支援を実施している医療機関１か所に対してヒアリングや、各地域におけるデ

スクトップリサーチを行い、地域の医療資源を踏まえた移行期医療支援体制の検討を実施した。 

 

② 目的 

①の背景を踏まえ、以下の目的のもと本事業を実施した。 

 各ステークホルダーの課題解決に効果的なツールを検討し、作成する。 

 全国の移行期医療支援センター12 機関（令和７年 11 月時点）や独自に移行期医療支援セン

ターを設置している医療機関１機関に対してヒアリングを実施し、地域の医療資源を踏まえ

た移行期医療支援体制について検討する。 
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（２）事業の実施概要 

今年度、移行期医療支援体制実態調査において、主に下記４つの事項を実施した。 

 

図表 1 事業実施概要 

項目 概要 

検討委員会

の設置 

 令和７年度の事業方針、各ステークホルダーの課題解決ツール、医療資源の地域差を

踏まえた移行期医療支援体制の検討を行うための検討委員会を設置 

各ステーク

ホルダーの

ツール検

討・作成 

 移行期医療支援のステークホルダーである医療機関、都道府県、保護者及び当事者

に、課題を深掘りし、課題の真の課題（ボトルネック）を抽出 

 課題の真の課題（ボトルネック）に対する解決ツール案を検討し、ツールを作成 

ヒアリング

調査の実施 

 移行期医療支援センターの所在地域の調査・分析を実施するため、全国の移行期医療

支援センター12 機関（令和７年 11 月時点）や独自に移行期医療支援センターを設置

している医療機関１機関に対するヒアリング調査を実施 

デスクトッ

プリサーチ

の実施 

 地域ごとの課題抽出を行い、移行期医療支援センターの施策の背景や支援内容の理解

度を深めるため、各地域の基礎情報に関してデスクトップリサーチを実施 
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下記のスケジュールで事業を実施する。 

図表 2 事業実施スケジュール 

 

事業全体 検討委員会 ツール作成 

地域の医療資源

に応じた移行期

医療支援方策の

検討 

令和７年 

７月 

 

 

 

 

 

 

８月 

 

 

 

 

  

９月  

 

★第１回 

委員会 

 

 

10 月 

 

 

 

 
  

11 月 

 

 

 

   

12 月 

 

 

 

  

 

令和８年 

１月 

 

 

 

 

★第２回 

委員会 

 

 

２月 

 

 

 

 

★第３回 

委員会 

 

 

３月 

 

 

 

   

 

  

説明会 

課題分析・ツ

ール案の検討 

報告書案 
作成 
 

ツール作成 

ヒアリング 
実施・取り

まとめ 

委員事前 
説明 

報告書案 
修正 
 

委員会の

議論を踏

まえたツ

ール更新 
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（３）検討委員会 

本事業では、委員から助言を得るための検討委員会を組織し、令和７年度の事業方針や 

各ステークホルダーの課題整理・ツール検討、地域の医療資源に応じた移行期医療支援方策の検

討について議論した。 

 

① 検討委員会委員・事務局体制 

検討委員会委員、オブザーバー及び事務局体制は図表３から５のとおりである。なお、座長には

指名により望月葉子氏が就任した。 

図表３ 検討委員会委員 

氏名 所属 

阿部 達哉 国立病院機構箱根病院・神経筋・難病医療センター 副院長 

市原 章子 千葉大学医学部附属病院患者支援部 副部長 

落合 亮太 筑波大学医学医療系 教授 

柏木 明子 ひだまりたんぽぽ 有機酸・脂肪酸代謝異常症の患者家族会 代表 

川村 健太郎 医療法人稲生会 生涯医療クリニックさっぽろ 院長 

窪田 満 国立研究開発法人国立成育医療研究センター総合診療部 統括部長 

小森 哲夫 東京医療保健大学客員教授 / 多摩リハビリテーション病院脳神経内科 

佐藤 杏 東京大学医学部附属病院 医療運営課／小児医療センター 

瀧聞 浄宏 長野県立こども病院移行期医療支援センター センター長 

西 朋子 認定 NPO法人ラ・ファミリエ 理事 

檜垣 高史 愛媛大学大学院医学系研究科 教授 

宮地 隆史 国立病院機構柳井医療センター 院長 

望月 葉子 望月外科医院 医師 

（50 音順、敬称略）  
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図表 3 オブザーバー 

氏名 所属 

押木 智也 厚生労働省 健康・生活衛生局 難病対策課 課長補佐 

安藤 麻里子 厚生労働省 健康・生活衛生局 難病対策課 課長補佐 

大門 佑美 厚生労働省 健康・生活衛生局 難病対策課 課長補佐 疾病分析専門官 

北國 梨穂 厚生労働省 健康・生活衛生局 難病対策課 主査 

前田 和人 厚生労働省 健康・生活衛生局 難病対策課 難病調査研究係長 

安斉 舞 厚生労働省 健康・生活衛生局 難病対策課 小児慢性特定疾病係長 

佐々木 駆 厚生労働省 健康・生活衛生局 難病対策課 小児慢性特定疾病係 

 

図表 4 事務局 

氏名 所属 

東海林 崇 PwCコンサルティング合同会社 公共事業部 ディレクター 

当新 卓也 PwCコンサルティング合同会社 公共事業部 シニアマネージャー 

堀内 美南 PwCコンサルティング合同会社 公共事業部 シニアアソシエイト 

中辻 瑛理香 PwCコンサルティング合同会社 公共事業部 シニアアソシエイト 

向川 大成 PwCコンサルティング合同会社 公共事業部 アソシエイト 
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② 検討委員会開催概要 

検討委員会の実施状況は図表 6 のとおりである。なお、全３回の検討委員会はすべてオンライ

ンでの開催とした。 

図表 5 委員会議題 

開催日 主な議題 

第１回 

令和７年９月 12日 

 事業概要の説明 

 関係者ごとの有益な広報施策、課題解決策  

 全体像 

 成人期医療機関 

 小児期医療機関 

 都道府県 

 保護者及び当事者 

 ツール案  

 地域の医療資源に応じた移行期医療支援方策の検討 

第２回 

令和８年１月 15日 

 課題解決ツール進捗状況 

 地域の医療資源に応じた移行期医療支援方策の検討  

第３回 

令和８年２月 27日 

 課題解決ツール進捗状況 

 報告書案 
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２．各ステークホルダーのツール検討・作成 

 本章では、令和６年度難病等制度推進事業にて実施した実態把握調査を踏まえた、各ステークホ

ルダーの課題や課題解決のためのツール検討・作成内容について記載する。 

 

（１）課題解決のツール検討概要 

①課題全体像 

令和６年度難病等制度推進事業における調査では、成人期医療機関向け・保護者及び当事者向

け・自治体向け実態把握調査や医療機関・保護者及び当事者にヒアリングを実施し、各ステークホ

ルダーの課題を抽出した。また、検討委員会において、各ステークホルダーの課題について意見を

いただき、各ステークホルダーの課題を、図表 7 のとおり整理した。 

図表 6 各ステークホルダーの課題（令和６年度調査及び検討委員会での検討結果） 

成人期医療機関 小児期医療機関 都道府県 保護者及び当事者 

 移行期医療支援の

認知度が低い 

 小児期発症の疾患

への対応が難しい 

 障害のある患者へ

の対応が難しい 

 移行期医療支援に

対応するリソース

（時間・人）が足

りていない 

 他機関との連携が

できない 

 移行期医療支援の

必要性を十分に理

解していない 

 移行期医療支援の

認知度が低い 

 移行先を紹介する

ことが難しい 

 患者への説明を十

分に実施できてい

ない 

 保護者及び当事者

から移行期医療支

援を希望されない 

 小児科で継続して

診ることができる

と考えている 

 移行期医療支援の

必要性の理解が十

分ではない 

 移行期医療支援セ

ンターの設置手順

がわからない 

 センターの設置主

体である都道府県

がセンターの役割

を知らない 

 センターの設置理

由を整理できてい

ない 

 移行期医療支援に

ついて十分に知ら

ない 

 移行期医療支援に

ついて相談する先

がわからない 

 小児期医療機関に

依存傾向のある保

護者がいる 

 移行を開始する年

齢の方が移行を開

始する年齢を認識

していない 

 

②各ステークホルダーの課題整理方法 

各ステークホルダーの明らかになった課題について、各課題には、「（ⅰ）移行期医療支援が十分

に知られていないこと」に起因する課題と、「（ⅱ）移行期医療支援を知っているが、実施できてい

ない」ことに起因する課題という２パターンがあると考えられる。「パターン（ⅰ）『移行期医療支

援が十分に知られていないこと』に起因する課題」と「パターン（ⅱ）『移行期医療支援を知って

いるが、実施できていない』ことに起因する課題」の２つのパターンを想定し、各ステークホルダ

ーの課題を深掘りし、真の課題について整理する。 

都道府県に関しては、センターの設置予定がない都道府県を想定し、課題を整理している。 

パターンごとの各ステークホルダーの課題は図表８のとおりである。真の課題の整理方法につ

いては、図表９のとおり課題を深堀するためのツリーを作成した。 
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図表 7 パターンごとの各ステークホルダーの課題 

課題種類 成人期医療機関 小児期医療機関 都道府県 保護者及び当事者 

パターン（ⅰ）

『移行期医療支援

が十分に知られて

いないこと』に起

因する課題 

 移行期医療支援

の認知度が低い 

 移行期医療支援

の認知度が低い 

 移行期医療支援

の必要性の理解

が十分ではない 

 移行期医療支援

について十分に

知らない 

パターン（ⅱ）

『移行期医療支援

を知っているが、

実施できていな

い』ことに起因す

る課題 

 小児期発症の疾

患への対応が難

しい 

 障害のある患者

への対応が難し

い 

 移行期医療支援

に対応するリソ

ース（時間・

人）が足りてい

ない 

 他機関との連携

ができない 

 移行期医療支援

の必要性を十分

に理解していな

い 

 移行先を紹介す

ることが難しい 

 患者への説明を

十分に実施でき

ていない 

 保護者及び当事

者から移行期医

療支援を希望さ

れない 

 小児科で継続し

て診ることがで

きると考えてい

る 

 移行期医療支援

センターの設置

手順がわからな

い 

 センターの設置

主体である都道

府県がセンター

の役割を知らな

い 

 センターの設置

理由を整理でき

ていない 

 移行期医療支援

について相談す

る先がわからな

い 

 小児期医療機関

に依存傾向のあ

る保護者がいる 

 移行を開始する

年齢の方が移行

を開始する年齢

を認識していな

い 

 

図表 8 真の課題の整理方法 
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（２）成人期医療機関 

①パターン（ⅰ）『移行期医療支援が十分に知られていないこと』に起因する課題 

成人期医療機関における『移行期医療支援が十分に知られていないこと』に起因する課題とし

ては、「移行期医療支援の認知度が低い」という課題があった。本課題の要素を整理し、各課題の

根底には、「受け入れた実績がないので移行期医療支援を実施できない」「知る機会がないので、患

者を受け入れられない」という２つを真の課題として整理した。課題整理の過程は図表 10 のとお

りである。 

 

図表 9 パターン（ⅰ）の課題整理 
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②パターン（ⅱ）『移行期医療支援を知っているが、実施できていない』ことに起因する課題 

成人期医療機関における『移行期医療支援を知っているが、実施できていない』ことに起因する

課題としては、「小児期発症の疾患への対応が難しい」「障害のある患者への対応が難しい」「他機

関との連携ができない」「移行期医療支援の必要性を十分に理解していない」という課題があった。

本課題の要素を整理し、各課題の根底には、「小児期医療機関との連携の必要性の理解が十分では

ない」「小児期医療機関との連携の仕方がわからない」「小児期発症疾患を知る機会がないので、患

者を受け入れられない」「受け入れた実績がないので、移行期医療支援を実施できない」「障害のあ

る患者への対応ケースを知らないので、移行期医療支援を実施できない」「他機関の情報取得が難

しいので、移行期医療支援を実施できない」「連携の仕方がわからない/連携のきっかけがない」と

いう７つを真の課題として整理した。課題整理の過程は図表 11 のとおりである。 

 

図表 10 パターン（ⅱ）の課題整理 
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③真の課題を踏まえたツール案の整理 

明らかになった真の課題に対して、各ステークホルダーの目指す姿を想定し、目指す姿と真の

課題におけるギャップを埋める支援施策や必要なツール案を検討した。検討の結果、各課題に対

する支援施策例として、「移行期医療支援を必要とする患者を受け入れたケースを知る」「移行期

医療支援の正しい知識を習得する」「他関係機関との連携を促進する」という３つの支援施策例を

整理した。それぞれに対応するツール案として、既存の「移行期医療支援協議会設置に向けた手引

き」の活用や、移行事例をまとめた新たなコンテンツの作成、移行期医療支援を簡易的に理解する

ためのコンテンツ作成を整理した。検討過程は図表 12 のとおりである。 

 

図表 11 ツール案の整理過程 
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（３）小児期医療機関 

①パターン（ⅰ）『移行期医療支援が十分に知られていないこと』に起因する課題 

小児期医療機関における『移行期医療支援が十分に知られていないこと』に起因する課題とし

ては、「移行期医療支援の認知度が低い」という課題があった。本課題の要素を整理し、各課題の

根底には、「知る機会がないので、移行期医療支援を実施できない」「小児期医療機関が移行期医療

支援の必要性を十分に理解していない」「保護者及び当事者は移行期医療支援の必要性を理解して

いない」という３つを真の課題として整理した。課題整理の過程は図表 13 のとおりである。 

 

図表 12 パターン（ⅰ）の課題整理 
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②パターン（ⅱ）『移行期医療支援を知っているが、実施できていない』ことに起因する課題 

成人期医療機関における『移行期医療支援を知っているが、実施できていない』ことに起因する

課題としては、「移行先を紹介することが難しい」「患者への説明を十分に実施できていない」「保

護者及び当事者から移行期医療支援を希望されない」「小児科で継続して診ることができると考え

ている」という課題があった。本課題の要素を整理し、各課題の根底には、「成人期医療機関との

連携の必要性を理解していない」「成人期医療機関との連携の仕方がわからない」「小児期医療機

関から成人期医療機関に必要な情報を整理できていない」「特定の疾患に対応できる成人期医療機

関とのネットワークがない」「移行の必要性について医師からの周知が必要であることを認識して

いない」「保護者及び当事者は移行期医療支援の必要性を十分に理解していない」「小児期医療機

関が移行期医療支援の必要性を十分に理解していない」という７つを真の課題として整理した。

課題整理の過程は図表 14 のとおりである。 

 

図表 13 パターン（ⅱ）の課題整理 
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③真の課題を踏まえたツール案の整理 

明らかになった真の課題に対して、各ステークホルダーの目指す姿を想定し、目指す姿と真の

課題におけるギャップを埋める支援施策や必要なツール案を検討した。検討の結果、各課題に対

する支援施策例として、「移行期医療支援を必要とする患者を受け入れたケースを知る」「移行期

医療支援の正しい知識を習得する」「他関係機関との連携を促進する」という３つの支援施策例を

整理した。それぞれに対応するツール案として、既存の「移行期医療支援協議会設置に向けた手引

き」の活用や、移行事例をまとめた新たなコンテンツの作成、移行期医療支援を簡易的に理解する

ためのコンテンツ作成、各地域における受け入れ可能な成人期医療機関の一覧作成を整理した。

検討過程は図表 15 のとおりである。 

 

図表 14 ツール案の整理過程 
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（４）都道府県 

①パターン（ⅰ）『移行期医療支援が十分に知られていないこと』に起因する課題 

小児期医療機関における『移行期医療支援が十分に知られていないこと』に起因する課題とし

ては、「移行期医療支援の必要性の理解が十分ではない」という課題があった。本課題の要素を整

理し、各課題の根底には、「都道府県は患者やその家族の困りごとや課題を認知できていない」「自

治体が移行期医療支援に関与していることが周知されていない」「自治体が移行期医療支援に関与

していない」という３つを真の課題として整理した。課題整理の過程は図表 16 のとおりである。 

 

図表 15 パターン（ⅰ）の課題整理 
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②パターン（ⅱ）『移行期医療支援を知っているが、実施できていない』ことに起因する課題 

成人期医療機関における『移行期医療支援を知っているが、実施できていない』ことに起因する

課題としては、「移行期医療支援センターの設置手順がわからない」「センターの設置主体である

都道府県がセンターの役割を知らない」「センターの設置理由を整理できていない」という課題が

あった。本課題の要素を整理し、各課題の根底には、「センターの設置例を知らないので、センタ

ーを設置できない」「都道府県は患者やその家族の困りごとや課題を認知できていない」「センタ

ーの役割を知る機会がないので、センターを設置できない」という３つを真の課題として整理し

た。課題整理の過程は図表 17 のとおりである。 

 

図表 16 パターン（ⅱ）の課題整理 
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③真の課題を踏まえたツール案の整理 

明らかになった真の課題に対して、各ステークホルダーの目指す姿を想定し、目指す姿と真の

課題におけるギャップを埋める支援施策や必要なツール案を検討した。検討の結果、各課題に対

する支援施策例として、「実際に患者の方が困っていることを知る機会を作る」「自治体が移行期

医療支援を周知する」「実際のセンター設置例を踏まえて、センターの基礎知識や効果的な実施内

容を習得する」という３つの支援施策例を整理した。それぞれに対応するツール案として、地域ご

とに患者やその家族の移行期医療支援に関する困りごとを把握する調査票の作成や、自治体によ

る、保護者及び当事者向けリーフレットの活用、センターを設置している都道府県やセンターの

実施内容をまとめた事例集の作成、センターを設置している自治体により設置に関する研修会の

実施を整理した。検討過程は図表 18 のとおりである。 

 

図表 17 ツール案の整理過程 
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（５）保護者及び当事者 

①パターン（ⅰ）『移行期医療支援が十分に知られていないこと』に起因する課題 

小児期医療機関における『移行期医療支援が十分に知られていないこと』に起因する課題とし

ては、「移行期医療支援について知る機会がない」という課題があった。本課題の要素を整理し、

各課題の根底には、「主治医から移行の話をされると思うため、移行できない」「周りで移行してい

るケースを知らないので、移行できない」「相談先が把握・周知されていない」という３つを真の

課題として整理した。課題整理の過程は図表 19 のとおりである。 

 

図表 18 パターン（ⅰ）の課題整理 
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②パターン（ⅱ）『移行期医療支援を知っているが、実施できていない』ことに起因する課題 

成人期医療機関における『移行期医療支援を知っているが、実施できていない』ことに起因する

課題としては、「移行期医療支援について相談する先がわからない」「小児期医療機関に依存傾向

のある保護者がいる」「移行を開始する年齢の方が移行を開始する年齢を認識していない」という

課題があった。本課題の要素を整理し、各課題の根底には、「移行できる成人期医療機関を知らな

いので、移行できない」「移行の必要性を十分に理解していない」「かかりつけ医が退職後の状況を

検討できる余裕がない」「移行がうまくいったケースを知らないため、移行できない」「移行を開始

する年齢を認識していないため、移行できない」という５つを真の課題として整理した。課題整理

の過程は図表 20 のとおりである。 

 

図表 19 パターン（ⅱ）の課題整理 
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③真の課題を踏まえたツール案の整理 

明らかになった真の課題に対して、各ステークホルダーの目指す姿を想定し、目指す姿と真の

課題におけるギャップを埋める支援施策や必要なツール案を検討した。検討の結果、各課題に対

する支援施策例として、「移行自体やその準備を知る機会を作る」「実際に移行した例を集め、移行

の解像度を上げる」という２つの支援施策例を整理した。それぞれに対応するツール案として、移

行期医療支援自体や準備について知れるリーフレットや動画の作成、移行事例をまとめた事例主

の作成を整理した。検討過程は図表 21 のとおりである。 

 

図表 20 ツール案の整理過程 
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（６）ツール検討結果 

①ツール案の整理 

先述の（２）～（５）で検討を行ったツール案に対し、本事業では、移行期医療支援体制の構

築に向けた段階的アプローチに沿って作成した。移行期医療支援体制の構築に向けた段階的アプ

ローチとしては、「ステップ 1：認知の拡大」「ステップ２：関係者との連携」「ステップ３：疾患

ごと等の個別性に対応したツールの開発」「ステップ４：関係ツールの周知・伝達」と基盤を整

えるために４段階のアプローチを整理した。本事業では、特に「ステップ 1：認知の拡大」「ステ

ップ２：関係者との連携」に該当する各ステークホルダーのツール案を図表 22 のとおり抽出し

た。 

 

図表 21 段階的アプローチを踏まえた本事業で作成するツール案の抽出

 

  



22 

②ツール全体 

 今後作成したツールを周知する際には、対象のステークホルダーごとにツールを一つにまと

めて周知を行うと、必要なツールが一元化されており、活用しやすいと考えられる。そのため、

①にて抽出したツール案を、各ステークホルダー（医療機関・都道府県・保護者及び当事者）に

一つの成果物として整理し、本事業で作成するツールを図表 23 のとおり決定した。 

  

図表 22 本事業で作成する各ステークホルダーのツール 

＃ 作成するツール 対象のステークホルダー 

１ 成人移行支援コアガイドのナビ  成人期医療機関 

 小児期医療機関 

移行期医療支援における連携手法に関する

手引き 

 小児期医療機関 

２ 地域ごとに患者やその家族の移行期医療支

援に関する困りごとを把握する調査票 

 都道府県 

センターを設置している都道府県やセンタ

ーの実施内容をまとめた事例集 

３ 移行期医療支援自体や準備について知れる

リーフレットや動画 

 保護者及び当事者 

保護者及び当事者が取り組んだ実際の移行

の事例まとめた事例集 
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（７）ツールの作成 

 各ステークホルダー（医療機関、都道府県、保護者及び当事者）ごとにツールを作成した。

特に、検討委員会において、具体的にツールを活用する際の観点からさまざま意見を頂戴し、い

ただいた意見を基にツールを作成した。作成したツールは本報告書の付録に記載のとおりであ

る。 

 

①医療機関向けツール 

医療機関向けツールとして、成人移行支援コアガイドのナビと移行期医療支援における連携手

法に関する手引きを作成した。 

１） 成人移行支援コアガイドナビ 

既存の「成人移行支援コアガイド」の内容のボリュームが多いため、既存の「成人移行支援コ

アガイド」をより簡易に理解・活用いただけるよう、「成人移行支援コアガイド」に沿って、簡

易版であるナビを作成した。 

また、移行期医療支援を知らない・実施できていないに関わらず、他医療機関が移行期医療支

援として取り組んでいる好事例を記載することで、他医療機関での移行期医療支援を推進するこ

とを目的に、現在「成人移行支援コアガイド」に事例として記載されている医療機関に改めてヒ

アリングを行い、実際の移行の事例を記載した。ナビの構成は図表 24 のとおりである。 

さらに、検討委員会において、ナビを作成する際は、ナビを活用する方の立場やより具体的な

活用場面を想定した章立てが良いとの意見があった。これを踏まえ、ナビの章立ては図表 25 の

とおり作成した。 

図表 23 成人移行支援コアガイドナビ構成 
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図表 24 成人移行支援コアガイドナビの章立て 
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２） 移行期医療支援における連携手法に関する手引き 

 小児期医療機関が関係機関と連携する際に、本手引きを通じて、具体的な連携内容や手法が十

分に理解できるよう、「成人移行支援コアガイドナビ」の参考資料として、移行の際に連携するた

めに必要な情報や連携の具体的なイメージをまとめた「移行期医療支援における連携手法に関す

るポイント」を作成した。作成にあたり、本事業の検討委員である成人診療科医師２名にヒアリ

ングを行い、「小児科から提供されることが望ましい、医療情報/非医療情報」「小児期医療機関で

必要な支援」「小児期医療機関との連携」に関して、整理した。連携手法に関するポイントとして

まとめた内容の一部は図表 26 のとおり。 

また、本手引きを「１）成人移行支援コアガイドナビ」とまとめ、医療機関向けツールとして

作成した。（詳細は付録１に記載） 

 

図表 25 連携手法に関するポイントの一部 
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②都道府県向けツール 

都道府県向けツールとして、地域ごとに患者やその家族の移行期医療支援に関する困りごとを

把握する調査票と調査の手引き、センターの実施内容をまとめた事例集を作成した。 

 

１）地域ごとに患者やその家族の移行期医療支援に関する困りごとを把握する調査票 

 都道府県で移行期医療支援センターの設置等必要な支援を検討する際に、保護者や本人の抱え

ている移行期医療支援に関する困りごとやニーズを把握し、支援の必要性を明らかにするために

図表 27 のとおり調査票を作成した。 

また、調査結果を基に、自治体が保護者及び当事者の困りごとをより詳しく把握するためにク

ロス集計をしていただけるよう、図表 28 のとおりクロス集計項目を整理し、都道府県向けツー

ルとして、調査の考え方など分析時に参考いただける「調査の手引き」を作成した。 

 

図表 26 調査項目一覧 

項目 ＃ 設問 

基礎情報 １ 回答者 

２ 年齢（保護者の方はお子様のご年齢を、ご本人様はご自身のご年齢を回答して

ください。） 

３ 居住地（市町村） 

４ 疾患群名 

※複数の疾患がある方は主な疾患群を一つ選んでご記入いただき、今後の質問

にはその疾患について回答してください 

５ 疾患名 

６ 疾患の発症年齢 

７ 障害の有無 

８ 受診している医療機関の種類 

９ 利用している福祉サービスはありますか。 

10 利用している医療サービスはありますか。 

11 急に病状が悪化した時や入院が必要となった時のために、入院ベッドを準備し

ていただける病院を、常に確保しておく必要がある状況ですか。 

移行期医療

の認知 

12 成人になると、小児期医療機関から成人に適した医療環境に移っていくこと（以

下、移行期医療）の重要性をご存知ですか。 

13 移行期医療を知ったきっかけはなんですか。 

14 移行期医療に係る情報収集において、どのような機会があれば良いと考えます

か。 

15 移行期医療について、どのような情報を知りたいですか。 
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項目 ＃ 設問 

移行期医療

の開始有無 

16 小児科から成人期医療機関へ移行していますか。 

17 小児科から成人期医療機関に移行したきっかけは何ですか。 

18 小児科から成人期医療機関への移行を意識した※おおよその年齢は何歳です

か。（※例：移行期医療について考え始める、病院を調べ始める 等） 

19 小児科から成人期医療機関への移行として行動を開始した※おおよその年齢は

何歳ですか。（※例：医療機関等に相談をする 等） 

20 小児科から成人期医療機関にかかり始めた年齢は何歳ですか。 

21 何歳ごろに小児科から成人期医療機関に移行を開始したいと考えていますか。 

22 小児科から成人期医療機関に移行していない理由は何ですか。 

移行期医療

の課題 

23 小児科から成人期医療機関に移行する上で困っていること、または困ったこと

はありますか。 

24 小児科から成人期医療機関に移行する際に困っていることを相談したことがあ

りますか。ある場合、どこに相談しましたか。 

25 相談していない、または相談しなかった理由は何ですか。 

26 小児科から成人期医療機関に移行するにあたり、自治体にてどのような支援を

受けたい、またはどのような支援があればよかったですか。 

27 その他、移行期医療に関する要望や困りごとがあれば、ご回答をお願いいたし

ます。 
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図表 27 クロス集計の整理 

 

２）センターを設置している都道府県やセンターの実施内容をまとめた事例集 

 センターの設置有無にかかわらず、都道府県がセンターの具体的な実施内容を十分に認識し、

各都道府県にて移行期医療支援の必要性を整理するため、移行期医療支援センター実施内容をま

とめた事例集を作成した。事例集にまとめた移行期医療支援センターの実施内容は、第３章（１）

～（２）のヒアリング調査を基に作成した。 

 また、本事例集を「１）地域ごとに患者やその家族の移行期医療支援に関する困りごとを把握

する調査票」とまとめ、都道府県向けツールとして作成した。（付録２に詳細を記載） 

 

③保護者及び当事者向けツール 

保護者及び当事者向けツールとして、移行期医療支援自体や準備について知れるリーフレット

や動画と保護者及び当事者が取り組んだ実際の移行の事例まとめた事例集を作成した。 

 

１） 移行期医療支援の理解促進のためのリーフレット・動画 

移行期医療支援を十分に知らない方や、その準備に必要な内容を知らない方に、移行期医療支

援を知ってもらうリーフレットと動画を作成した。 

リーフレットは、移行に関するチェックリストを設け、保護者や本人に興味をもってもらいや

すい形式とし、小児科の待合室に掲示したり、小児慢性特定疾病医療受給者証を配布する際にリ

ーフレットを同封したりするなど、保護者や当事者の手に渡りやすい周知を行うことを想定し、

図表 29 のとおり作成した。 

動画は、誰でも移行期医療支援について理解できるよう、２～５分程度の短い動画を基本とし

て、リーフレットの二次元コードから動画（厚生労働省の YouTube チャンネルにて公開）に遷移

できる形式にした。移行期医療について、より簡単に内容を理解していただき、今後病院内等で移
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行期医療支援を知れる動画コンテンツとしても活用いただけることを想定し、図表 30 のとおり４

つの動画を作成した。 

図表 28 リーフレット 

 
図表 29 動画種類・内容 

＃ 概要 話者 コンテンツ内容 

１ 移行期医療支援とは 医師  小学生でも理解ができる移行期医療

支援の概要 

２ 移行の必要性 

医師 

 移行期医療支援が必要な理由 
 いつ、どのような準備・相談をすれ

ばよいかの整理 

３ 移行の具体例 保護者  移行が必要と実感した経緯 
 実際の移行に関する体験談 
 移行におけるアドバイス 

４ 医師 

 

２） 保護者及び当事者が取り組んだ実際の移行の事例まとめた事例集 

 令和６年度難病等制度推進事業において、保護者及び当事者に移行に関するヒアリングを実施

した。本事業では、移行自体や移行に向けた準備内容について具体的なイメージを持っていただ

けるよう、ヒアリングの結果を整理した事例集を作成した。 

また、本事例集や「移行期医療支援自体や準備について知れる動画」を、「１）移行期医療支援

自体や準備について知れるリーフレット」にまとめて記載した。（付録３及び４に詳細を記載） 
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３．医療資源の地域差を踏まえた移行期医療支援に関する調査 

 医療資源の地域差を踏まえた移行期医療支援体制を検討するために、全国移行期医療支援セ

ンター12 か所（令和７年 11 月時点）と移行期医療支援センターのない都道府県における医療機

関に対して、ヒアリング調査や、各地域におけるデスクトップリサーチを実施し、移行期医療支

援センターの所在地域の調査・分析を実施した。 

 

（１）ヒアリング調査概要 

①調査対象 

全国の移行期医療支援センター12 か所（令和７年 11 月時点）と、都道府県から移行期医療支

援センターを受託していないが、独自に移行期医療支援センターを設置し、移行期医療支援を

実施している医療機関１か所を対象とした。 

 

図表 30 調査対象の医療機関 

医療機関名 都道府県 
委託先医療機関種類及

び設置場所 
センター設置時期 備考 

独立行政法人国立病

院機構 北海道医療

センター 

北海道 大学病院等 令和５年８月 

各都道府県より委託さ

れ、移行期医療支援セ

ンターを設置 

宮城県立こども病院 宮城県 
こども病院 

（小児専門病院） 
令和６年９月 

千葉大学医学部附属

病院 
千葉県 大学病院等 令和元年 10月 

埼玉県立小児医療セ

ンター 
埼玉県 

こども病院 

（小児専門病院） 
平成 31 年４月 

東京都立小児総合医

療センター 
東京都 

こども病院 

（小児専門病院） 
令和３年２月 

かながわ県民 

センター 
神奈川県 

委託先：独立行政法人国

立病院機構 箱根病院 

設置：かながわ県民セン

ター 

令和２年４月 

静岡県立こども病院 静岡県 
こども病院 

（小児専門病院） 
令和２年４月 

信州大学医学部附属

病院 
長野県 大学病院等 令和２年 10月 

大阪母子医療センタ

ー 
大阪府 

こども病院 

（小児専門病院） 
平成 31 年４月 

滋賀医科大学医学部

附属病院 
滋賀県 大学病院等 令和６年４月 

京都府立医科大学附

属病院 
京都府 大学病院等 令和７年４月 

神戸大学医学部附属

病院 
兵庫県 大学病院等 令和４年５月 



31 

医療機関名 都道府県 
委託先医療機関種類及

び設置場所 
センター設置時期 備考 

愛媛大学医学部附属

病院 
愛媛県 - 令和３年１月 

独自に「移行期・成人先

天性心疾患センター」

を設置 

 

②調査概要 

地域の医療資源等によって移行期医療支援手法にどのような差があるのかを把握し、地域ご

との課題抽出を行うため、移行期医療支援としての実施内容や課題等を深掘する。 

 

③ヒアリング項目 

具体的な調査項目は図表 32 のとおりである。 

図表 31 主なヒアリング項目 

基本情報 

 センター設立の経緯 

 センターの人員体制（医師、看護師、MSW 等） 

 センターの設置場所 

 自治体内の医療機関数を把握されている場合、成人・小児期医療機関の数 

 地域特有の特徴（病院の多寡・高齢者・子どもの数の変化等）や地理的特徴 

業務内容 

 医療機関への紹介の実施有無 

 相談支援の実施有無 

 協議会の開催有無（開催されている場合、頻度・構成・議題内容） 

 広報啓発内容 

 移行期医療支援に関する研修の実施有無 

 自律・自立支援の実施有無 

連携内容 

 連携にあたる医療機関の把握方法 

 連携している医療機関数 

 医療機関間の状況共有や連携の方法 

 他職種間で共通理解が必要なことがある際の対応 

 医療的ケア児や障害のある方の移行における対応、医療的ケア児等支援センター

との連携等 

 

 

 

 

 

 

 

業務上の課題 

 

 

 

 

 

 

 移行期医療支援センターの業務内容（下記）の中で課題に感じること 

 支援を行うにあたって課題に感じること 

 連携体制について課題に感じること 
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業務上の課題 

 

 支援体制について課題に感じること 

 支援を行うにあたって、実施しようとして実施できていないもの 

その他 
 移行期医療支援センターを設置したことによる効果（院内・院外） 

 ※愛媛大学医学部附属病院には、「センター設置を委託されることの効果」 

 

（２）ヒアリング調査結果 

 全国の移行期医療支援センター12 か所（令和７年 11 月時点）と、都道府県から移行期医療支

援センターを受託していないが、独自に移行期医療支援センターを設置し、移行期医療支援を実

施している医療機関１か所に対するヒアリング調査の結果を図表 33～図表 45 に整理する。 

 

図表 32 ヒアリング結果概要（国立病院機構 北海道医療センター） 

大項目 小項目 ヒアリング結果 

基本情報 

センター設立の経緯 

 北海道より移行期医療支援体制整備事業として

委託を受け、令和 5年 8 月に国立病院機構北海

道医療センター内に設置された 

センターの人員体制（医師、看護

師、MSW 等） 

 センター長（医師）1 名、移行期医療支援コー

ディネーター（看護師）1名で構成され、コー

ディネーターは専任 

 センターの設置場所  国立病院機構 北海道医療センター内 

自治体内の医療機関数を把握され

ている場合、成人・小児期医療機

関の数 

 一般病院：約 526 件 一般診療所：約 3173 件

（有床、無床） 

 小児科病院：約 143 件 小児科診療所：約 499

件）                

地域特有の特徴（病院の多寡・高

齢者・子どもの数の変化等）や地

理的特徴 

 北海道は 6 つの三次医療圏と 21の二次医療圏

から構成され、医師や医療機関は中核市に集中

している 

 北海道は総面積が広く、患者および医療者の移

動に制約が生じやすい地域特性を有している 

業務内容 

医療機関への紹介 

 他院患者についてはかかりつけ医、担当医から

の情報により対象となり得る医療機関の紹介や

連携調整を行っているが、センターとして直接

他医療機関へ仲介は行っていない 

相談支援 

 電話、メールを利用して医療機関、関係機関、

患者及び家族からの相談を受け付けている 

 センターの存在が知られていないため、相談件

数は年間 10件程度。相談の多くは患者の家族

からで、医療機関からはセンターの実施内容に

ついて聞かれる 

 センターが相談支援を行っていることが認知さ

れていないため、啓発を行っている 
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大項目 小項目 ヒアリング結果 

業務内容 

協議会の開催（頻度・構成・議題

内容） 

 移行期医療支援として主催する協議会は実施し

ていない 

 各圏域の難病対策協議会にコーディネーターと

一緒に参加し、移行期医療の問題点の共有や事

業報告を実施している 

広報啓発内容 

 難病診療体制整備事業に関連した協議会に参加

し、移行期医療の事業報告を行ったり、各医療

機関、関係機関へ出向いて事業内容を説明した

りしている 

移行期医療支援に関する研修 

 移行期医療支援センター主催での研修会は実施

していないが、難病事業との共催で移行期医療

をテーマとした研修会、講演会の開催を行って

いる。令和７年「RDD(Rare Disease Day 、世

界希少・難治性疾患の日）2025 in 北海道」で

「移行期医療ってなに？？」と題して YouTube

で配信を行っている 

自律・自立支援 

 当院内の小児科外来に出向いて、成人診療科に

移行が必要な患者に関わっている。特に、自立

できていない子どもが多く、親も子離れできて

いない。親と面談し、一緒に次の目標を立て、

本人も含めてプランを実施している 

連携内容 

連携する医療機関の把握方法 

 小児診療科および成人診療科に対するアンケー

ト調査により、連携可能な医療機関の把握を行

っている 

連携している医療機関数 
 現時点で、直接連携している医療機関は約 12

医療機関である 

医療機関間の状況共有や連携の方

法 

 Web会議、医療機関への訪問、メール等を用い

て情報共有および連携を行っている 

他職種間で共通理解が必要なこと

がある際の対応 

 必要に応じて、主にメールにより関係者間で調

整を行っている 

 医療的ケア児や障害のある方の移

行における対応、医療的ケア児等

支援センターとの連携等 

 移行期医療支援センターには重症心身障害の方

の病棟があり、バックベッドの登録をしていた

だくよう案内をしている。重症心身障害の病棟

の会議ではどのような患者がレスパイトを希望

しているか、バックベッドを待っているか等の

情報を調整している 

 小児慢性特定疾病児童等自立支援センター「ア

ルモニ」とは不定期で合同カンファレンスを行

い、一緒に移行期医療支援に関する事例検討を

実施している 
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大項目 小項目 ヒアリング結果 

業務上の課題 

移行期医療支援センターの業務内

容で課題に感じること 

 移行期医療支援センターに求められる業務内容

の全てが課題となる。以下が課題となる 

 他医療機関の移行支援状況の把握 

 成人年齢になった重症心身障害者のバック

ベッド問題（難治性てんかん） 

 小児診療科と成人診療科の連携体制 

支援を行うにあたって課題に感じ

ること 

 センター自体に支援に必要な情報（特に連携で

きる成人診療科の情報）が不足している。過去

に、成人診療科へアンケートを実施したが、回

答率は少なく、協力可能な病院が少なかった。

今後、連携機関を把握するため、再度調査を実

施する予定 

 センター自体が自律・自立支援に多く関わって

いないため、医療機関から自律・自立支援をや

りたいと相談を受けた際に、提供できる情報が

ない。今後は、院内での自律・自立支援を増や

したり、他センターの好事例となる情報を提供

したりする 

連携体制について課題に感じるこ

と 

 各機関との連携体制が整っていない。どのよう

に連携が望ましいか不明確なため、北海道内で

各機関との顔の見える連携体制を構築したい 

 北海道内全体に対して、コーディネーターが１

名なため、連携が難しい部分もある。北海道は

広域にわたるため、仲介的な立場として対応可

能な範囲には限りがある 

支援体制について課題に感じるこ

と 

 各医療機関が支援を実施できるように、支援に

係る資材提供を充実化させたい 

 支援を行うにあたって、実施しよ

うとして実施できていないもの 

 自律・自立支援について、十分に実施できてい

ない。院外の場合は直接介入できないが、自

律・自立支援が必要であることを周知していき

たい。ますは、院内での自律・自立支援を進め

たいが、コーディネーター１名であることや、

自律・自立支援をできる看護師などを配置でき

ていないという現状がある。コーディネーター

１名が全ての相談を受けることは難しいため、

院内の体制構築をしていきたい 
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大項目 小項目 ヒアリング結果 

その他 
 移行期医療支援センターを設置し

たことによる効果（院内・院外） 

 相談窓口が明確化されたことで、患者・家族が

安心して相談できる体制が整った 

 知的障害の患者の保護者は、自分がこどもを見

ていかなければと考えているが、自律・自立支

援を通して、患者本人ができることを見つける

ことで、できることを実感して前向きに考えら

れたり、主体性を持つことについて考えられた

りするという効果がある 

 院外での効果は実感していない。今後は、少し

でも困りごとを解決していきたい 

 

図表 33 ヒアリング結果概要（宮城県立こども病院） 

大項目 小項目 ヒアリング結果 

基本情報 

センター設立の経緯 

 令和４年に宮城県が主導し、「宮城県移行期医

療支援体制検討委員会」が設置された。小児科

医師、成人診療科医師、在宅診療所医師、看護

師、ソーシャルワーカー、行政担当者などで構

成され、計５回の会議が実施された。その中で

センターの設置場所についても議論され、当院

への設置が決定した 

 小児慢性特定疾病の患者の７～８割が当院と東

北大学病院に通っている。当院では、５～６年

前から成人移行、自律・自立支援の支援を実施

している 

センターの人員体制（医師、看護

師、MSW 等） 

 センター長である医師 1 名を中心に医療スタッ

フや事務担当者が兼務で関与しており、令和 8

年度以降にソーシャルワーカー1 名と看護師 1

名の配置が予定され、いずれも兼任 

 センターの設置場所 

 宮城県立こども病院内に設置され、専用の独立

スペースは設けず、入退院センターや外来で相

談対応を行っている 

自治体内の医療機関数を把握され

ている場合、成人・小児期医療機

関の数 

 小児医療機関は 12か所(病院)、成人医療機関と

して病院は 81施設(243診療科)、診療所は 1,316

施設 

地域特有の特徴（病院の多寡・高

齢者・子どもの数の変化等）や地

理的特徴 

 ４つの医療圏を有し、仙台医療圏に人口と医療

機関が集中している。他地域では少子化傾向が

より強い 
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大項目 小項目 ヒアリング結果 

業務内容 

医療機関への紹介 
 過去の移行事例を基に院内患者について医療機

関への紹介を行っている 

相談支援 

 院内患者に対しては当院スタッフが移行期医療

支援活動として介入しており、普段の外来や HP

又はメール等で相談や問い合わせを受け付けて

いる。 

 宮城県への月次報告では、相談件数を月 50件

程度としている。院外からは、月２件程度電話

や問合せフォームで相談が来る。小児慢性特定

疾病の患者のうち、当院に受診している方が多

いため、院内からの相談多い 

協議会の開催（頻度・構成・議題

内容） 

 散発的に、行政関係者、福祉関係者、在宅診療

所関係者などを参加者に実施している 

 重症心身障害児や医療的ケア児に対する移行期

医療支援は不足しているため、行政や成人期医

療機関を含め、医療的ケア児を対象とした協議

会の立ち上げを検討している。他にも、移行期

医療支援センターのメンバーや福祉施設の担当

者、在宅診療医などが現状を報告する場とし

て、宮城県に協議会の立ち上げを依頼している  

広報啓発内容 

 HP での案内を実施 

 本年度、小児慢性疾病受給者証の所有者宛に、

受給者証更新のタイミングで移行期医療支援お

よびセンターの活動に関するチラシを郵送し

た。医療的ケア児や重症心身障害児への専用の

チラシが必要であると考えており、来年度の実

施を検討 

移行期医療支援に関する研修 
 医療者向けおよび患者向けの講演会を年１回～

２回程度実施している 

自律・自立支援 

 中学生頃からチェックリスト等を用い保護者・

本人とともに意識付けを実施することから始め

る。情報が足りないところは、多職種のスタッ

フがフィードバックを行う 

連携内容 

連携する医療機関の把握方法 
 当院患者の移行実績を基に連携先医療機関を把

握している 

連携している医療機関数 
 連携医療機関数として整理した数値は把握して

いない 

医療機関間の状況共有や連携の方

法 

 これまでは個々の医師による連携であったが、

今後は看護師やソーシャルワーカーなどによる

事前の医療機関訪問などにより、もっと濃厚な

連携ができるようにしたい 

他職種間で共通理解が必要なこと

がある際の対応 

 多職種カンファレンス等を通じて共通理解を図

っている 
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大項目 小項目 ヒアリング結果 

業務内容 

医療機関への紹介 
 過去の移行事例を基に院内患者について医療機

関への紹介を行っている 

相談支援 

 院内患者に対しては当院スタッフが移行期医療

支援活動として介入しており、普段の外来や HP

又はメール等で相談や問い合わせを受け付けて

いる。 

 宮城県への月次報告では、相談件数を月 50件

程度としている。院外からは、月２件程度電話

や問合せフォームで相談が来る。小児慢性特定

疾病の患者のうち、当院に受診している方が多

いため、院内からの相談多い 

協議会の開催（頻度・構成・議題

内容） 

 散発的に、行政関係者、福祉関係者、在宅診療

所関係者などを参加者に実施している 

 重症心身障害児や医療的ケア児に対する移行期

医療支援は不足しているため、行政や成人期医

療機関を含め、医療的ケア児を対象とした協議

会の立ち上げを検討している。他にも、移行期

医療支援センターのメンバーや福祉施設の担当

者、在宅診療医などが現状を報告する場とし

て、宮城県に協議会の立ち上げを依頼している  

広報啓発内容 

 HP での案内を実施 

 本年度、小児慢性疾病受給者証の所有者宛に、

受給者証更新のタイミングで移行期医療支援お

よびセンターの活動に関するチラシを郵送し

た。医療的ケア児や重症心身障害児への専用の

チラシが必要であると考えており、来年度の実

施を検討 

移行期医療支援に関する研修 
 医療者向けおよび患者向けの講演会を年１回～

２回程度実施している 

自律・自立支援 

 中学生頃からチェックリスト等を用い保護者・

本人とともに意識付けを実施することから始め

る。情報が足りないところは、多職種のスタッ

フがフィードバックを行う 

 医療的ケア児や障害のある方の移

行における対応、医療的ケア児等

支援センターとの連携等 

 医療的ケア児等相談支援センター「ちるふぁ」

や「小慢さぽーとセンター」、「難病相談支援セ

ンター」等と、年に 1回、顔の見える関係性を

構築する機会を設けている。今後は、福祉施設

なども巻き込み、協議会として定期的に実施し

ていきたい 

 医療的ケアや障害のある方で、成人期を長く経

た方への対応は難しい。これからは、今後成人

になる方に向けて、どのように生活をしていけ

ばいいのかという視点で、医療者が早い段階か

ら介入していくことが大事だと考える 
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大項目 小項目 ヒアリング結果 

業務内容 

医療機関への紹介 
 過去の移行事例を基に院内患者について医療機

関への紹介を行っている 

相談支援 

 院内患者に対しては当院スタッフが移行期医療

支援活動として介入しており、普段の外来や HP

又はメール等で相談や問い合わせを受け付けて

いる。 

 宮城県への月次報告では、相談件数を月 50件

程度としている。院外からは、月２件程度電話

や問合せフォームで相談が来る。小児慢性特定

疾病の患者のうち、当院に受診している方が多

いため、院内からの相談多い 

協議会の開催（頻度・構成・議題

内容） 

 散発的に、行政関係者、福祉関係者、在宅診療

所関係者などを参加者に実施している 

 重症心身障害児や医療的ケア児に対する移行期

医療支援は不足しているため、行政や成人期医

療機関を含め、医療的ケア児を対象とした協議

会の立ち上げを検討している。他にも、移行期

医療支援センターのメンバーや福祉施設の担当

者、在宅診療医などが現状を報告する場とし

て、宮城県に協議会の立ち上げを依頼している  

広報啓発内容 

 HP での案内を実施 

 本年度、小児慢性疾病受給者証の所有者宛に、

受給者証更新のタイミングで移行期医療支援お

よびセンターの活動に関するチラシを郵送し

た。医療的ケア児や重症心身障害児への専用の

チラシが必要であると考えており、来年度の実

施を検討 

移行期医療支援に関する研修 
 医療者向けおよび患者向けの講演会を年１回～

２回程度実施している 

自律・自立支援 

 中学生頃からチェックリスト等を用い保護者・

本人とともに意識付けを実施することから始め

る。情報が足りないところは、多職種のスタッ

フがフィードバックを行う 

業務上の課題 

移行期医療支援センターの業務内

容で課題に感じること 

 他医療機関の移行支援状況が把握しにくい 

 医療的ケアがある方等の転医に関しては、主治

医と共に個々の例について成人医療機関との協

議を重ねる必要があり、その例の積み重ねが、

その後に続く症例の転医先として拡がりを作っ

ていくものと考えられる 

支援を行うにあたって課題に感じ

ること 

 移行期医療支援を単純な転医と考える医療者や

患者が多い 

連携体制について課題に感じるこ

と 

 マンパワー不足や成人医療機関側の理解不足が

支援上の課題である 
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大項目 小項目 ヒアリング結果 

業務内容 

医療機関への紹介 
 過去の移行事例を基に院内患者について医療機

関への紹介を行っている 

相談支援 

 院内患者に対しては当院スタッフが移行期医療

支援活動として介入しており、普段の外来や HP

又はメール等で相談や問い合わせを受け付けて

いる。 

 宮城県への月次報告では、相談件数を月 50件

程度としている。院外からは、月２件程度電話

や問合せフォームで相談が来る。小児慢性特定

疾病の患者のうち、当院に受診している方が多

いため、院内からの相談多い 

協議会の開催（頻度・構成・議題

内容） 

 散発的に、行政関係者、福祉関係者、在宅診療

所関係者などを参加者に実施している 

 重症心身障害児や医療的ケア児に対する移行期

医療支援は不足しているため、行政や成人期医

療機関を含め、医療的ケア児を対象とした協議

会の立ち上げを検討している。他にも、移行期

医療支援センターのメンバーや福祉施設の担当

者、在宅診療医などが現状を報告する場とし

て、宮城県に協議会の立ち上げを依頼している  

広報啓発内容 

 HP での案内を実施 

 本年度、小児慢性疾病受給者証の所有者宛に、

受給者証更新のタイミングで移行期医療支援お

よびセンターの活動に関するチラシを郵送し

た。医療的ケア児や重症心身障害児への専用の

チラシが必要であると考えており、来年度の実

施を検討 

移行期医療支援に関する研修 
 医療者向けおよび患者向けの講演会を年１回～

２回程度実施している 

自律・自立支援 

 中学生頃からチェックリスト等を用い保護者・

本人とともに意識付けを実施することから始め

る。情報が足りないところは、多職種のスタッ

フがフィードバックを行う 

業務上の課題 

支援体制について課題に感じるこ

と 

 移行期医療支援に携わるマンパワーが不足して

いる。小児医療関係者間の、移行期医療支援に

係る理解度と関心度に差異がある 

 支援を行うにあたって、実施しよ

うとして実施できていないもの 

 マンパワーが不足している。当院での移行期医

療支援の事例集を作成しようとしたが実施でき

てない。時間が合わないなどにより、外部の成

人期医療機関に出向くことも十分にできていな

い。宮城県より、センターの予算を増やしてい

ただき、新規でソーシャルワーカーを雇うこと

で、センターの活動に充てる時間を今後増やし

たい 
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大項目 小項目 ヒアリング結果 

業務内容 

医療機関への紹介 
 過去の移行事例を基に院内患者について医療機

関への紹介を行っている 

相談支援 

 院内患者に対しては当院スタッフが移行期医療

支援活動として介入しており、普段の外来や HP

又はメール等で相談や問い合わせを受け付けて

いる。 

 宮城県への月次報告では、相談件数を月 50件

程度としている。院外からは、月２件程度電話

や問合せフォームで相談が来る。小児慢性特定

疾病の患者のうち、当院に受診している方が多

いため、院内からの相談多い 

協議会の開催（頻度・構成・議題

内容） 

 散発的に、行政関係者、福祉関係者、在宅診療

所関係者などを参加者に実施している 

 重症心身障害児や医療的ケア児に対する移行期

医療支援は不足しているため、行政や成人期医

療機関を含め、医療的ケア児を対象とした協議

会の立ち上げを検討している。他にも、移行期

医療支援センターのメンバーや福祉施設の担当

者、在宅診療医などが現状を報告する場とし

て、宮城県に協議会の立ち上げを依頼している  

広報啓発内容 

 HP での案内を実施 

 本年度、小児慢性疾病受給者証の所有者宛に、

受給者証更新のタイミングで移行期医療支援お

よびセンターの活動に関するチラシを郵送し

た。医療的ケア児や重症心身障害児への専用の

チラシが必要であると考えており、来年度の実

施を検討 

移行期医療支援に関する研修 
 医療者向けおよび患者向けの講演会を年１回～

２回程度実施している 

自律・自立支援 

 中学生頃からチェックリスト等を用い保護者・

本人とともに意識付けを実施することから始め

る。情報が足りないところは、多職種のスタッ

フがフィードバックを行う 

その他 
 移行期医療支援センターを設置し

たことによる効果（院内・院外） 

 設立してから間もないため、特に大きな効果は

まだ感じていない 

 「宮城県成人移行支援センター」という名称に

より、成人期医療機関に出向いたり、調査をし

たりする際に、宮城県の委託事業として認知さ

れることに繋がっている 

 転医を含めた移行期医療支援を、医療機関から

センターに一任される懸念がある。センターが

小児および成人医療機関に対して自律・自立支

援の内容を伝えたり、医療機関の情報を提供し

たりすることができるようになれば良い 
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図表 34 ヒアリング結果概要（千葉大学医学部附属病院） 

大項目 小項目 ヒアリング結果 

基本情報 

センター設立の経緯 

 小児慢性特定疾病児童等移行期医療支援モデル

事業等を経て県の移行期医療支援体制整備事業

として千葉大学医学部附属病院に移行期医療支

援センターを設置した 

センターの人員体制（医師、看護

師、MSW 等） 

 医師 12 名、看護師５名、薬剤師１名、ソーシ

ャルワーカー２名、事務１名で構成され、いず

れも兼任 

 センターの設置場所 
 千葉大学医学部附属病院内に設置され、事務局

は患者支援部に設置されている 

基本情報 

自治体内の医療機関数を把握され

ている場合、成人・小児期医療機関

の数 

 他院の患者にはかかりつけ医と連携をして紹介

先の選定・調整を行い医療機関の紹介を実施 

地域特有の特徴（病院の多寡・高

齢者・子どもの数の変化等）や地

理的特徴 

 県内に都市部と過疎地域があり、二次医療圏ご

とでも医療機関の数や人口、地域性が大きく異

なり、地域・医療課題が様々である 

 県内にある小児専門病院と成人科を有する総合

病院では、移行期医療提供に対するスキームが

異なり、転院調整が難しいことがある 

業務内容 

医療機関への紹介 
 他院患者についてはかかりつけ医と連携し、紹

介先の選定や調整を行っている 

相談支援 

 患者・家族からの個別の相談対応や、他医療機

関からの個別ケースや地域課題に対する相談対

応、困難事例における個別ケースでのカンファ

レンスの開催、医療機関や関係機関への移行期

医療支援に関する情報提供などを実施している 

協議会の開催（頻度・構成・議題

内容） 

 年 1 回協議会を開催している 

 主には昨年度の事業報告や、今年度の事業計画

とその進捗を共有している。構成員は県医師会

の役員医師、特別支援学校養護教諭、保健所、

患者会など 

連携内容 

広報啓発内容 

 院内広報誌や製薬会社の広報誌等に移行期医療

支援センターの取り組みについて寄稿 

 移行期医療支援センターのパンフレットを作成

し、医療機関と保健所、医師会、看護協会、特

別支援学校に年 1 回配布。難病の会議やその他

関連する会議でも配布 

 当院の公式チャンネル上に、「移行期ってなあ

に？」と題した動画を作成し、掲載 

 患者会や小児慢性特定疾病児童等自立支援事業

で移行期医療支援や自律・自立支援について講

演 

移行期医療支援に関する研修 

 支援者向け研修を年 1回実施している。研修内

容はセンターのメンバーで協議し企画、運営し

ている 
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大項目 小項目 ヒアリング結果 

連携内容 自律・自立支援 

 院内では看護師が小児科で自律・自立支援とし

て看護外来を行っている。診療に関する記録を

行う「マイパスポート」を用いて自律・自立支

援を実施。患者が自身の疾患理解のために記入

いただく 

 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業の中で、

看護師やソーシャルワーカーが移行期医療支援

について講演を行っている 

連携内容 

連携する医療機関の把握方法 

 成人科領域の医師、MSWもメンバーに在籍して

いることから、通常の診療や患者支援の中で把

握している知識や医療機関ごとの強みや連携状

況を踏まえて連携先を検討している。また、大

学医局のネットワークを活用し、移行先を検討

する場合もある。 

連携している医療機関数 

 クリニック、病床を有する医療機関も含め必要

に応じて連携を図っている。具体的な連携先、

内容のリスト化は行っていない 

医療機関間の状況共有や連携の方

法 

 決まった手段はとっておらず、事業の内容に応

じて各職種を通じて対面、メール、電話等を活

用。移行期医療支援センターが行っている個別

支援ケースの経過については当院患者かどうか

を問わず、電子カルテとは別システムで管理を

行っている 

他職種間で共通理解が必要なこと

がある際の対応 

 移行期医療支援センターの会議にて対応を協議

している。協議の結果を踏まえ関係機関とのカ

ンファレンス等の開催を行っている 

 医療的ケア児や障害のある方の移

行における対応、医療的ケア児等

支援センターとの連携等 

 過去に、医療的ケア児等支援センターと合同で

研修会を実施したり、個別ケースで連携したり

している。医療的ケア児の支援を考える「千葉

県医療的ケア児等支援地域協議会」に、移行期

医療支援センターとして参加した 

業務上の課題 

移行期医療支援センターの業務内

容で課題に感じること  業務内容に課題を感じている 

支援を行うにあたって課題に感じ

ること 

 特に成人年齢になった重症心身障害者のバック

ベッド問題を緊急課題として捉えている。課題

解決には移行期医療センターだけで対応するの

は困難であり、監督行政も巻き込んだ対応の検

討が必要と考えている 

連携体制について課題に感じるこ

と 

 医師会やクリニックへの訴求が難しい。移行期

医療の提供が可能なクリニック、病院リストの

作成に関する要望が多いが、対応できていない

状況。スタッフが多忙なためリスト作成に時間

が割けていないことや、リスト作成後の更新の

手間やコストの課題、リスト作成後も実際の対

応可否については個別性もあることから一概に

対応可能と表記することへの難しさなどもある 
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大項目 小項目 ヒアリング結果 

業務上の課題 
支援体制について課題に感じるこ

と 

 専任の職員を置くことができていない。どの職

種も一般診療や病棟・外来での看護、患者相談

支援などと兼任しながら業務を行っており、業

務負荷が課題 

業務上の課題 
 支援を行うにあたって、実施しよ

うとして実施できていないもの 

 重症心身障害の方の移行について、受け入れ先

がないことや、バッグベッドの確保が必要とい

う点を千葉県とも協議しているが、解決してい

ない 

 周知として、千葉県内の様々な地域に出向いて

移行についてお話ししたり、特別支援学校など

と連携を図ったりしたいと考えているが、どの

スタッフも兼任なため実現できていない 

その他 
 移行期医療支援センターを設置し

たことによる効果（院内・院外） 

 移行期医療支援や移行期医療支援センターの認

知度が上がっている 

 医療機関からの相談だけでなく、保護者からの

相談や他県の相談もある 

 

図表 35 ヒアリング結果概要（埼玉県立小児医療センター） 

大項目 小項目 ヒアリング結果 

基本情報 

センター設立の経緯 
 県の移行期医療支援体制整備事業として小児医

療センター内に設置した 

センターの人員体制（医師、看護

師、MSW 等） 

 医師２名、看護師８名、MSW８名、CLS(チャイ

ルド・ライフ・スペシャリスト：入院する子ど

もや家族に対する心理社会的支援を実施)２

名、事務職８名で構成され、MSW 非常勤１名・

事務職非常勤１名は専任 

 センターの設置場所  埼玉県立小児医療センター内２階６番相談窓口 

自治体内の医療機関数を把握され

ている場合、成人・小児期医療機

関の数 

 成人期（埼玉県難病指定医療機関（産科、歯科

等除く））：2500 機関 

 小児科標ぼう施設：1100機関  

 小児外科標ぼう施設：40機関 

地域特有の特徴（病院の多寡・高

齢者・子どもの数の変化等）や地

理的特徴 

 埼玉県南部には小児科、成人診療科ともに集中

しており、県北部には少ない 

 通常、患者はかかりつけ医から二次医療圏の基

幹病院に紹介され、重症度の高い場合は必要に

応じて三次医療圏の医療機関に紹介される 

 埼玉県の小児の三次医療機関は、県南にある県

立の小児病院と県西部にある大学病院のみで県

内に２か所しかない 

業務内容 医療機関への紹介 

 他の医療機関から相談があれば、患者の症状や

状況に合わせて当院の移行実績をもとに情報提

供を実施 
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大項目 小項目 ヒアリング結果 

業務内容 

相談支援 

 移行の準備の仕方や他の患者の事例をお伝えす

る。また、主治医の紹介状を移行先医療機関へ

事前に提供し、受入れの可否を確認することを

お伝えする 

協議会の開催（頻度・構成・議題

内容） 

 年 1 回移行期医療支援あり方検討会を開催して

いる 

 小児科、成人科医、救急科医、難病医療連絡協

議会コーディネーター、MSW、事務職、埼玉県

保健医療部健康長寿課、疾病対策課から構成さ

れ、議題としては、移行期医療の課題共有や今

後の取組についての協議等 

広報啓発内容 

 病院ホームページ等で周知している。移行期医

療支援に関する周知、難病医療連絡協議会（検

討会）への参加、医療的ケア児部会への情報提

供、小児慢性特定疾病の医療受給者へのセミナ

ー開催の周知を行っている 

 小児慢性特定疾病の医療受給者へ、受給者証を

発行するタイミングでセミナーのチラシを、中

学生になる子どもを対象に送付する。セミナー

開催のチラシを見ることで移行期医療を知るき

っかけとなる 

移行期医療支援に関する研修 

 研修として、患者家族向けの「移行期医療支援

セミナー」を年１回開催している。また、相談

支援担当者向けの「意見交換会」を実施してい

る 

自律・自立支援 

 移行先の病院にて患者が自立した受診行動がで

きるように、MSWが支援している。また、成人

期に移る際の制度変更についても理解いただけ

るように説明している。診察室でも医師から自

立について話をしている 

 患者が自身でできることや説明できる内容をチ

ェックするチェックリストを診察室において、

医師から説明している 

連携内容 

連携する医療機関の把握方法 

 移行患者の受入れに関する意向調査を令和４年

３月～７月に埼玉県難病指定医療機関（産科、

歯科等除く）2,452 機関を対象に実施し、その

データを活用している 

 過去の移行実績を参考にする 

連携している医療機関数 

 移行期医療支援センターとして正式な連携体制

を取っている病院は特にない。患者さんの症状

や状況に合わせて移行を実施 
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大項目 小項目 ヒアリング結果 

連携内容 
医療機関間の状況共有や連携の方

法 

 通常は移行先の病院と診療情報提供書のみのや

り取りである。移行の受入れが困難と思われる

ケースでは、事前に診療情報提供書をお送り

し、慎重に判断していただく手続きを取ってい

る。また、必要に応じて初診受診時に MSW が同

行する 

連携内容 

他職種間で共通理解が必要なこと

がある際の対応 

 移行期医療支援センターの会議にて対応を協議

している。協議の結果を踏まえて院内関係者や

関係機関とカンファレンス等を行っている 

 医療的ケア児や障害のある方の移

行における対応、医療的ケア児等

支援センターとの連携等 

 医療的ケア児等支援センターで移行期医療につ

いて話題になる際に、移行期医療支援センター

の立場から意見を求められることがある。医療

的ケア児等支援センターのメンバーと情報共有

する「移行期医療支援に係る意見交換会」を開

催した 

業務上の課題 

移行期医療支援センターの業務内

容で課題に感じること 

 他医療機関と正式な連携体制が構築されていな

いため、成人期に達した小児慢性特定疾病の医

療受給者に対応可能な診療科・医療機関に関す

る情報の把握が難しい 

支援を行うにあたって課題に感じ

ること 

 重症心身者の二次救急対応を受け入れる成人医

療機関が少なく、救急搬送の確約先が見つけら

れない。受け入れ可能な医療機関を増やしたい

が、成人医療機関へのアプローチが難しい。移

行先の成人医療機関に、小児科側の情報（社会

的な背景や支援体制、患者の特性や希望など）

を伝える部署がない場合があり、細やかな支援

が届かないことがある 

連携体制について課題に感じるこ

と 

 移行期医療について、連携体制を取っている医

療機関がないため症例ごとに連携を行っている 

 医療圏ごとに、日常診療をおこなう施設、入院

可能な施設、救急対応可能な施設等、役割分担

をして連携体制が構築できると良い 

 小児科や移行期医療支援センターの働きかけに

は限界があるため、成人医療機関に移行期医療

の受入れ促進について行政と共に体制構築に取

り組んでいきたい 

支援体制について課題に感じるこ

と 

 特になし 
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業務上の課題 
 支援を行うにあたって、実施しよ

うとして実施できていないもの 

 プライマリーケアの移行先は決まっても、救急

時の受け入れ先が決まらず、その部分の移行が

できない 

 自律・自立支援が不足しているため、患者家族

が移行についての理解が進まず、成人医療機関

への移行が思うように進まないことがある。早

い時期から移行期医療について啓発・支援を行

う必要がある 

その他 
 移行期医療支援センターを設置し

たことによる効果（院内・院外） 

 丁寧に順序を踏んで移行を進めるような体制が

できた 

 患者の年齢が低いころから移行について情報が

共有され、親や患者の心の準備もでき、移行が

スムーズに進むようになった 

 県内の他の病院の事情が分かるようになった。

他の病院からの相談があった際に、院内でどの

ような対応をしているかをお互いに共有しあう

ことができる 

 

図表 36 ヒアリング結果概要（東京都立小児総合医療センター） 

大項目 小項目 ヒアリング結果 

基本情報 

センター設立の経緯 

 医療資源は集積しているが、23 区に偏在してい

るため、以下の課題が挙げられていた 

 センターの役割の範囲 

 人口規模を考慮すると、現実的に可能な体

制を構築できるか 

 限定的な役割になる場合には、残された部

分をどのように補完するか 

 「年齢に応じた適切な医療」を受けられること

を目的に、都内の医療機関の実情に応じて支援

体制を整備していくこととし、令和３年２月に

センターを設置 

センターの人員体制（医師、看護

師、MSW 等） 

 医師１名、看護師１名、事務 1 名で構成され、

いずれも兼任 

 センターの設置場所  東京都立小児総合医療センター内 

自治体内の医療機関数を把握され

ている場合、成人・小児期医療機

関の数 

 （精神科病院を除く）小児科を標榜する一般病

院 171/581、一般診療所 2,529/14,689 

（令和４年 10 月現在_東京都令和４年医療施設

（動態）調査・病院報告結果報告書より） 

地域特有の特徴（病院の多寡・高

齢者・子どもの数の変化等）や地

理的特徴 

 大学病院・総合病院・クリニックなどの医療機

関が多いが、東京西部（多摩地区）には人口に

比して若年層に対応する在宅診療医が少ない 

 救急搬送時、特定の病院が対応するのではな

く、毎回対応可能な病院を探す 
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大項目 小項目 ヒアリング結果 

業務内容 医療機関への紹介 

 相談があれば紹介。センター主催の医療機関向

け研修に参加した病院や相談があった医療機関

と連携 

業務内容 相談支援 

 相談受付フォームを利用して相談が可能であ

る。コーディネーターが内容を確認し、必要に

応じて医療機関に相談し、回答する。記録を残

して東京都と共通の記録表に相談事を記載し、

報告する 

 医療機関と患者・家族（都内の方や、病院が都

内で住まいが都外の方など）による相談がそれ

ぞれ 70～80件程度 

 医療機関からの相談において、成人移行支援に

関する内容では作成した動画を視聴していただ

き、Web で質疑応答等の対応をしている 

業務内容 
協議会の開催（頻度・構成・議題

内容） 

 以下の会議体を開催 

 【移行期医療ネットワーク連絡会】年に２回 

 構成：大学病院や総合病院 13病院、福祉

局、センター 

 議題内容：成人移行の現状報告、困難事

例、事業の詳細決定、事業報告、以下の会

議体に参加 

 【症例検討会】年２～３回 

 構成：医療機関 

 議題内容：症例検討会に寄せられたご意見

や移行期医療ネットワーク連絡会で報告さ

れた移行状況をもとに症例検討会の内容を

決定 

 症例検討会の参加を通じて、各医療機関と

ネットワークの構築をはかり、センターへ

相談しやすい環境、転科に関する連携、成

人移行支援の普及等に繋げている 

 以下の会議体に参加 

 【推進会議】年に１回 

 構成：医療関係者（医師会・大学や総合病

院）、小児慢性特定疾病児童等自立支援

員、関係行政機関・センター・福祉局 

 議題内容：センター設立前から東京都福祉

保健局とどのような事業を立ち上げるかを

議論していた。事業実績報告、次年度の事

業内容の付議、意見や助言をいただく 

 【東京都難病医療連絡協議会】年に１回 

 構成：協議会参加メンバー、福祉局、セン

ター長 

 議題内容：移行期医療支援の現状報告、情

報交換、難病の議題 
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大項目 小項目 ヒアリング結果 

 【全国移行期医療支援センター連絡会、コーデ

ィネーター連絡会】年に２回 コーディネータ

ー連絡会年３～４回 

 構成：移行期医療支援センター 

 議題内容：東京都の現状報告、情報交換 

広報啓発内容 

 リーフレットやポスターを作成・配布している 

 NHKの取材協力や雑誌投稿を実施 

 学会（シンポジウム）や患者会などでセンター

の役割を説明 

移行期医療支援に関する研修 

 「移行期支援概論」小児診療科向け・成人診療

科向けの動画作成や都立小児総合医療センター

における移行期医療支援の実際を見学できる研

修を実施している 

業務内容 自律・自立支援 

 自律・自立支援を受けたいという患者の要望に

対して「大人になっていくあなたへ」というリ

ーフレットを用いて、移行ポリシーや成人移行

のステップを電話やメールで説明している。ヘ

ルスリテラシーの獲得や患者の病気・治療に関

するサマリーの作成を支援している 

 直接面談が可能な患者には、厚生労働省科学研

究班とセンターで協賛して作成した「慢性疾患

成人移行アプリ」を用いて、患者が病態のサマ

リーを主治医の医師と相談しながら作成してい

る事例もある 

連携内容 

連携する医療機関の把握方法 

 症例検討会や研修参加の医療機関、医療関連機

関からの相談などから医療機関を把握 

 転科に関しては、受け入れ可能な検索機能にあ

る病院や東京都難病相談支援センターからの情

報によって把握している。「移行期医療ネット

ワーク連絡会」に属する 13 病院と連携してい

る 

 東京都福祉局より、「移行期医療受入可能医療

機関検索」を活用 

連携している医療機関数 
 連絡会の 13病院と研修参加病院、相談対応を 

実施した医療機関 

医療機関間の状況共有や連携の方

法 

 ネットワーク連絡会での報告、症例検討会での

意見交換、メール交換 

他職種間で共通理解が必要なこと

がある際の対応 

 ネットワーク連絡会での報告や症例検討会で症

例を通じて対応 

 医療的ケア児や障害のある方の移

行における対応、医療的ケア児等

支援センターとの連携等 

 障害のある方の保護者から移行に向けた準備等

について相談があり、当院で作成した意思決定

困難患者のためのプログラムを用いたり、医師

とどのようなことを相談して病院を探すべきか

をお伝えしたりする 
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大項目 小項目 ヒアリング結果 

 医療的ケア児等支援センターが院内に設置され

ている。「どのような医療制度を使えるか」、

「グループホームやショートステイ場所等の施

設を探してほしい」という相談を受け、医療的

ケア児等支援センターに随時相談している 

業務上の課題 

移行期医療支援センターの業務内

容で課題に感じること 

 対応可能な診療科・医療機関に関する情報公

開：データベース検索機能を作成したが、登録

施設が少ない 

 他院患者からの移行期医療支援に関するコンサ

ルト：センターで自律・自立を支援しても、当

該病院の体制が整っていないため、支援の継続

ができない 

 連携がより難しい分野（重症心身障害者）：体

調悪化時の入院先の確保が困難である 

支援を行うにあたって課題に感じ

ること 

 患者の困りごとに支援が追い付いていない 

 各々の医療機関で移行支援が必要と感じてはい

るが、マンパワー不足でインセンティブがない

ため、自立・自立支援などの実践に至ってはい

ない医療機関が多い 

連携体制について課題に感じるこ

と 

 「移行期医療ネットワーク連絡会」の参加医療

機関について、 成人期医療機関を増やしてい

くことが課題。成人期医療機関における移行に

関する意見や現状を把握・検討するため、成人

医療機関との連携強化に繋げる 

支援体制について課題に感じるこ

と 

 コーディネーター１名ではすべての事業に対応

しきれていない 

 支援を行うにあたって、実施しよ

うとして実施できていないもの 

 医療機関向け研修として、移行期医療支援の外

来の見学を積極的に受け入れている。セルフア

ドボカシー、ヘルスリテラシーをいただくため

に、どのような対応をしているかを実際に見て

いただくことで、理解いただける。どのような

支援を行うことでシームレスに繋がるかを見学

いただき、資料としても提供しているが、実践

に繋がっていないところが課題 

その他 
 移行期医療支援センターを設置し

たことによる効果（院内・院外） 

 どこに相談すればよいか分からないという悩み

には対応できており、家族に安心される。移行

に関する相談先があることの効果が大きい 

 患者が直接医師に伝えづらいことを移行期医療

支援センターから病院側に伝えることもある 
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図表 37 ヒアリング結果概要（かながわ県民センター） 

大項目 小項目 ヒアリング結果 

基本情報 

センター設立の経緯 

 かながわ移行期医療支援センターは、令和２年

に開設した。神奈川県(福祉子どもみらい局子

ども未来部 子ども家庭課 家庭福祉グルー

プ)より独立行政法人国立病院機構 箱根病院 

神経筋・難病医療センターが受託し運営してい

る 

センターの人員体制（医師、看護

師、MSW 等） 

 医師２名、療育指導員１名、保健師（移行期医

療支援コーディネーター）１名、看護師１名、

事務１名で構成され、移行期医療支援コーディ

ネーターは専任 

 センターの設置場所  かながわ県民センター14階 

自治体内の医療機関数を把握され

ている場合、成人・小児期医療機

関の数 

 小児期医療機関（小児慢性特定疾病指定医療機

関）：994 機関 

 成人期医療機関（指定難病医療費助成制度にか

かる指定医療機関）：3,724 機関 

地域特有の特徴（病院の多寡・高

齢者・子どもの数の変化等）や地

理的特徴 

 神奈川県内には、難病医療連携拠点病院（４大

学）及び難病医療支援病院（29 施設）があり、

医療機関数は集中し県央から県東に多く、県西

は少ない状況にある 

 地理的な特徴としては、東京都などの隣接して

いる他府県の医療機関を利用しやすい交通の便

利さがある 

業務内容 

医療機関への紹介 
 実施しているが、外部設置機関のため診療情報

提供書等は実施できていない 

相談支援 

 令和７年度の上半期時点では、相談総数 388 件

のうち、移行期医療に関する相談は 45.6%、他

機関多職種の相談は 40.4%、自律・自立支援に

関する相談は 10.5%、社会保障制度に関する相

談は 2.5%を占めている。他機関多職種連携に関

する相談が増えている 

 医療機関や行政機関、当事者からの相談があ

る。県西や県央からの相談や、静岡県や東京都

などの近隣他県から通っている方の相談もあ

る。 県立の小児病院に相談する方もいる。県

外からの相談には、移行先病院の地域連携室に

繋ぐことが多い。患者からの相談と同時に、移

行先病院の地域連携室から相談が来ることもあ

る 

業務内容 
協議会の開催（頻度・構成・議題

内容） 

 神奈川県福祉子ども未来局子ども未来部子ども

家庭課による「神奈川県慢性疾病児童等地域支

援協議会」を年に 1 回開催 
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大項目 小項目 ヒアリング結果 

 構成：有識者、医療機関、患者・家族会、

NPO・ボランティア団体、就労支援機関教

育機関、小児慢性特定疾病児童等自立支援

員 

 議題内容：神奈川県内の状況、小児慢性特

定疾病自立事業、各機関からの取り組み説

明、小児慢性特定疾病対策の課題・検討な

ど 

 移行期医療支援体制に関する会議は、月に 1 回

実施 

 構成：センター長、コーディネーター、相

談員、神奈川県子ども家庭課、移行期医療

支援センターメンバー、箱根病院メンバ

ー、小児専門病院の医師や看護師 

 実績や共有した方が良い事例があれば、事

例検討を実施。その他学会や研修会の周知

広報をする 

広報啓発内容 

 医療講演会の案内の活用、リーフレットやホー

ムページの活用、患者会・家族会との連携によ

る周知の実施 

移行期医療支援に関する研修 

 年に 1 回研修を開催。研修後にアンケートを実

施して、ニーズを拾い、翌年の研修内容に活か

している 

 医療機関向けであったが、行政機関や当事者に

も参加いただいている。成人期医療機関からの

参加者も増えてきた 

自律・自立支援 

 ヘルスリテラシーに関する支援が増えてきてい

る 

 県立の小児病院の医師からセンターを紹介さ

れ、就労支援と自律・自立支援を同時に支援し

ながら進めた 

 高校生の段階で学校や家族から相談があり、訓

練校の推薦や進学についての支援を実施した 

連携内容 

連携する医療機関の把握方法 
 神奈川県小児慢性特定疾病医療機関と指定難病

医療機関のデータベースで把握している 

連携している医療機関数 

 神奈川県における移行期医療支援体制にかかる

調査に協力を得られた医療機関 

（神奈川県小児慢性特定疾病指定医療機関と神

奈川県難病医療指定機関の 1,238医療機関） 

医療機関間の状況共有や連携の方

法 

 神奈川県移行期医療支援体制に関する会議に

て、移行期医療支援センターの運営や移行支援

会議について情報提供している 

連携内容 
他職種間で共通理解が必要なこと

がある際の対応 

 神奈川県移行期医療支援体制に関する会議にて

ケース共有を実施している 
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大項目 小項目 ヒアリング結果 

 行政機関や県立こども医療センター医師等が構

成メンバーとなっている。また、医療機関や 

教育機関等で招聘された会議に参加している。 

 医療的ケア児や障害のある方の移

行における対応、医療的ケア児等

支援センターとの連携等 

 「神奈川慢性疾病児童等地域支援協議会」や医

療的ケア児支援センターのコーディネーター会

議にて連携している。医療的ケア児等支援セン

ターが主催する講演会に招聘され、交流会で患

者会の代表とも関わっている 

業務上の課題 

移行期医療支援センターの業務内

容で課題に感じること 

 小児科と成人診療科の連絡調整、コンサルタン

ト、連携の支援： 

院内移行について、主治医も含めた院内医療関

係者との関係構築が難しいという相談があり、

患者とその家族の意向を丁寧に聞き取りするよ

うに工夫している。そのうえで、転科のみなら

ず、センターが担える支援（自律・自立支援な

ど）について検討しながら進めている。一方

で、院内移行の場合、移行期医療支援センター

が県民センターに設置されているため、介入の

程度が困難な場合がある 

支援を行うにあたって課題に感じ

ること 

 受け入れ先の医療機関における、移行期医療に

関する窓口が明確化されていない場合がある 

連携体制について課題に感じるこ

と 

 神奈川県の特性上、近隣他県からの問い合わせ

が多く、連携体制が確立されていない 

 就学・就労も含めた自律・自立支援には多くの

多機関との調整が必要だが、他領域機関との連

携は構築段階にある 

 他都市の小児科から成人診療科への移行調整に

は、患者の情報収集や整理に一定の時間を要す

る 

支援体制について課題に感じるこ

と 

 センターを外部設置しているため、行政機関や

在宅医からの連絡がある。移行期医療支援セン

ターの業務内容や役割の認知向上をする必要が

あり、事務作業を補佐してもらえる事務職の専

任配置があるとよい 

 支援を行うにあたって、実施しよ

うとして実施できていないもの 

 医療的ケア児に対して、 ACP（アドバンス・ケ

ア・プランニング：将来の医療やケアについ

て、本人や家族、医療チームと話し合いを行

い、共有する取り組み）や後見人に関する支援

を実施できていない 

 2022 年の国連による障害者権利委員会の総括所

見を踏まえた障害のある方への支援を十分に実

施できていない 

その他 
 移行期医療支援センターを設置し

たことによる効果（院内・院外） 

 周知広報について、医療機関や大学などの教育

機関、学会からの招聘も増えてきており、対外

的な認知向上は進んでいる 
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大項目 小項目 ヒアリング結果 

 センター設置後に相談内容に変化があったり、

相談件数が増えてきたりとセンターが認知され

ている 

 

図表 38 ヒアリング結果概要（静岡県立こども病院） 

大項目 小項目 ヒアリング結果 

基本情報 

センター設立の経緯 

 静岡県で小児慢性特定疾病の患者を多く診てい

る病院が静岡県立こども病院であるため、令和

２年に移行期医療支援センター設置することに

なった 

センターの人員体制（医師、看護

師、MSW 等） 

 医師、看護師、MSW、CLS（チャイルド・ライ

フ・スペシャリスト、医療環境にある子どもや

家族に、心理社会的支援を提供する）１名、事

務１名で構成され、いずれも兼任 

 センターの設置場所  静岡県立こども病院内 

自治体内の医療機関数を把握され

ている場合、成人・小児期医療機

関の数 

 静岡県内一般診療所：2,766（うち有床 137） 

 当院登録施設：375（うち有床 24） 

地域特有の特徴（病院の多寡・高

齢者・子どもの数の変化等）や地

理的特徴 

 静岡県は西部、中部、東部とわかれており、小

児の 3 次施設は静岡県立こども病院（中部）で

あり、移行において地域へ紹介していく際に西

部、東部地域との連携がややとりにくい 

 当院の患者は、中部と東部から通っていること

が多い。西部には他の医療機関がある。移行す

る病院としては、県内の総合病院がある。一

方、住まいから静岡県の中心に来るのが難しい

方が多く、各地域に患者を戻さなければいけな

い事情がある。地域に難病などの理解を進める

ことを地道に進める必要がある 

業務内容 

医療機関への紹介  移行期患者の受入調整を行っている 

相談支援 

 相談窓口を設けている 

 HP 経由で、障害者支援の関係者や過去に治療し

たが成人してから支援に繋がっていない方から

の相談が多い。個別の相談には院内で調整して

対応している 

業務内容 

協議会の開催（頻度・構成・議題

内容） 

 年に１回開催。今後は行政との連携を強化する

予定 

 静岡県立こども病院内には３つの部会があり、

他施設との連携、院内の連携、検索ツールを作

成する部会がある。静岡県立こども病院以外の

医師にも参加いただき、それぞれの活動を報告

している 

広報啓発内容 
 HP の充実化、それぞれの診療科にて移行期医療

支援活動を実施 
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大項目 小項目 ヒアリング結果 

移行期医療支援に関する研修 

 講演会や院内で e ラーニングを実施 

 講演会は、県内の患者も含めて案内し、オンラ

インも併せて実施。過去に、患者の視点からピ

アカウンセリングのテーマで講演会を実施した 

業務内容 自律・自立支援 

 院内にて、チェックリストや看護師向けのマニ

ュアルを作成している。患者自身に病気の知識

を持ってもらう内容と、医療者がどのようなか

かわりができるかのライフマップ（指標となる

もの）を作成している 

 今後は、知的障害のある方や医療的ケア児につ

いて、別の自律・自立支援のプログラムを作成

したい 

連携内容 

連携する医療機関の把握方法 

 移行先として紹介したことがある病院、医院へ

のアンケート調査により、小児慢性疾患の診療

の是非を確認、また各々の診療科で個別に症例

毎の相談移行、顔が見える連携、静岡県立総合

病院をカウンターパートとして移行診療部を設

置してもらったが、結局、各科での温度差もあ

り、うまくいかないし、患者のニーズにあって

いない。診療所であれば問題ないが、病院同士

の連携は難しい 

連携している医療機関数 
 検索ツールに手をあげてくださった施設は少数 

 各々の科で連携をはかっている 

医療機関間の状況共有や連携の方

法 

 一つ一つの繋がりを作り、最終的に大きな組織

になると考えている。成人診療科医一人ひとり

に丁寧に説明し、製薬会社の力も借りてネット

ワークを構築した例もある 

 医療機関間の連携では、事前に移行先を決め、

詳しい診療情報提供やカンファレンスを開くな

ど個別に対応している 

他職種間で共通理解が必要なこと

がある際の対応 

 症例ベースでのカンファレンス、事前の情報共

有 

 医療的ケア児や障害のある方の移

行における対応、医療的ケア児等

支援センターとの連携等 

 医療的ケア児等支援センターとは、症例ごとに

連携しており、センターから相談されることが

ある。「重度心身障害児者のための移行医療病

診連携部会」で移行に関して医療体制整備を実

施している。自律・自立支援として、保護者へ

の再教育や、医療体制の移行、将来的な施設の

検討を小児期から考えている。コーディネータ

ーも含めて地域で連携を図っている 

業務上の課題 
移行期医療支援センターの業務内

容で課題に感じること 

 専任のスタッフがいない 
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大項目 小項目 ヒアリング結果 

 移行期医療支援は、難病支援や小児慢性特定疾

病自立支援事業、医療的ケア児への支援とも重

なるところも多く、それぞれが個別に活動する

のではなく、お互い連携して重複するような部

分はまとめていきたい 

支援を行うにあたって課題に感じ

ること 

 成人医療に対する家族の不安（総合診療科がな

い、定期診療をしてほしい等）が大きい 

業務上の課題 

連携体制について課題に感じるこ

と 

 当院は小児専門病院であるため、成人診療科と

のつながりが希薄である。検索ツールや症例ベ

ースでの連携を進めていく 

 ただ、病院の医師との連携が難しい。日常のフ

ォローは診療所で実施していただけるが、バッ

クベッドの問題があり、入院時に移行元の病院

に戻ってしまうことがある 

支援体制について課題に感じるこ

と 

 移行期医療支援に関する診療報酬の加算がない

ため、今後インセンティブが設けられると、よ

り移行期医療支援が進むと考える 

 支援を行うにあたって、実施しよ

うとして実施できていないもの 

 知的障害がある方への自律・自立支援が難し

い。遺伝染色体の医師がダウン症患者の移行方

法を整理しているため、参考にしたい 

その他 
 移行期医療支援センターを設置し

たことによる効果（院内・院外） 

 センターの設置をきっかけに、外来の自律・自

立支援が始まった。自律・自立支援のマニュア

ルを作成したことで、一人ひとりのスタッフが

自律・自立支援を意識するようになり、自律・

自立支援が必要であるという文化が醸成された 

 これまではそれぞれの領域で移行期支援を実施

していたが、センターが設置されたことで、全

体の流れとして移行期医療をまとめる場ができ

た 
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図表 39 ヒアリング結果概要（信州大学医学部附属病院） 

大項目 小項目 ヒアリング結果 

基本情報 

センター設立の経緯 

 長野県では、多くの小児期発症の慢性疾患のあ

る方が長野県立こども病院に集約化されている

が、成人になってもこども病院に通院し、居住

地域に頼れる医療機関がない状態が発生してい

た 

 令和 2 年 10 月、信州大学医学部附属病院に

「長野県移行期医療支援センター」が設置され

た。成人診療科との円滑な連携が目的にあるた

め、敢えて長野県立こども病院ではなく大学病

院に設置したのは、成人診療科との円滑な連携

が目的にあるから 

 「長野県立こども病院 移行期医療支援センタ

ー」は、信州大学医学部附属病院に設置されて

いる、県移行期医療支援センターと協力して、

長野県全体の移行期医療支援を担っている 

センターの人員体制（医師、看護

師、MSW 等） 

 医師３名、看護師１名、事務３名で構成され、

いずれも兼任 

 センターの設置場所  信州大学医学部附属病院 

自治体内の医療機関数を把握され

ている場合、成人・小児期医療機

関の数 

 把握していない 

地域特有の特徴（病院の多寡・高

齢者・子どもの数の変化等）や地

理的特徴 

 ４つの地域が山で分かれており、分かれている

地域が集約化しにくい。搬送システムを作り、

小児期発症の慢性疾患のある方を長野県立こど

も病院と信州大学医学部附属病院に集めている 

業務内容 

医療機関への紹介  個別に医療機関へ依頼している 

相談支援  院内患者を中心に相談対応している 

協議会の開催（頻度・構成・議題

内容） 

 長野県、長野県移行期医療支援センター、長野

県立こども病院で実施 

広報啓発内容  研修等で周知している 

移行期医療支援に関する研修  シンポジウムを開催している 

自律・自立支援  患者サマリー等で自律自立支援を行っている 

連携内容 
連携する医療機関の把握方法 

 長野県立こども病院とともに、個別に連携先を

探し依頼している 

連携している医療機関数  連携医療機関数は把握していない 

連携内容 
医療機関間の状況共有や連携の方

法 

 移行期医療支援に協力できる医療機関を探すの

ではなく、協力できる医療機関を作るものだと

考えている。地域医療の一つとして移行期医療

支援を訴えることで、個別に協力を依頼してい

る。例えば、医師会の理事会に依頼したり、移

行期医療について詳細に説明している 
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大項目 小項目 ヒアリング結果 

 顔の見える関係を作り、地域全体のネットワー

クの基礎を広げ、一つ一つ関係性を積み上げて

いる 

 こども病院とともに、個別に地域の基幹病院の

院長に依頼や連携を実施している 

他職種間で共通理解が必要なこと

がある際の対応 

 個別に連携している 

 医療的ケア児や障害のある方の移

行における対応、医療的ケア児等

支援センターとの連携等 

 医療的ケア児等支援センターを県庁から信州大

学医学部附属病院に移動したため、個別の連携

を取っている。「長野県移行期医療シンポジウ

ム」は医療的ケア児等支援センターと主催した 

業務上の課題 

移行期医療支援センターの業務内

容で課題に感じること 

- 

支援を行うにあたって課題に感じ

ること 

 医療機関に対して、意思表示が困難な患者にお

ける移行の必要性に関する周知が足りていな

い。成人診療科医師は、意思表示が困難な患者

の人生を考え、細かいところまで診るケースは

少ない。意思表示が困難な患者の人権を確保す

るためにも、移行期医療の啓発活動を進めてい

きた。小児科医やセンターから現状を説明する

と、成人診療科は移行期医療の必要性を理解し

ていただけるため、今後も啓発が必要 

連携体制について課題に感じるこ

と 

 知的障害などの障害のある方に対する、救急治

療室における治療方針について議論になること

がある。成人診療科は原疾患を診れないという

点で専門外な部分もあるため、小児科医が間に

入ったり、センターが仲介したりする必要があ

る 

支援体制について課題に感じるこ

と 

- 

 支援を行うにあたって、実施しよ

うとして実施できていないもの 

- 

その他 
 移行期医療支援センターを設置し

たことによる効果（院内・院外） 

 信州大学医学部附属病院と長野県立こども病院

では移行期支援の重要性の認識が職員に広まっ

ている。また、個別の好事例を通して地域のネ

ットワークも少しずつできている 

 小児期発症の疾患がある方が生きやすく、医療

や福祉を受けやすい地域社会になってほしいと

いう理想がある。現時点では理想には届いてい

ないため、大きな効果を実感していない 

 

  



58 

図表 40 ヒアリング結果概要（大阪母子医療センター） 

大項目 小項目 ヒアリング結果 

基本情報 

センター設立の経緯 

 平成 27～29年に、厚生労働省の「小児慢性特

定疾病児童成人移行期医療支援モデル事業」 

に参加 

 平成 29 年 10月に厚生労働省より移行期医療支

援センターを各都道府県で１つ以上確保するよ

う通達 

 平成 30 年に大阪府移行期医療推進会議の前身

である「移行期医療支援体制整備検討部会」を

大阪府主導で設置 

 平成 31 年４月に、検討の結果、大阪府より委

託を受け、大阪母子医療センター内に移行期医

療支援センターを設置 

センターの人員体制（医師、看護

師、MSW 等） 

 医師３名、看護師３名（うち１名コーディネー

ター）、MSW１名、心理士１名で構成され、コー

ディネーター１名は専任 

 センターの設置場所 
 大阪母子医療センター患者支援センター（総合

相談部門） 

自治体内の医療機関数を把握され

ている場合、成人・小児期医療機

関の数 

 府内の医療機関総数は、病院 509 施設、診療所

8,680 施設（令和３.10.１現在） 

 うち小児科を標榜する医療機関は、病院 132 施

設、診療所 1,327 施設（令和２年調査） 

地域特有の特徴（病院の多寡・高

齢者・子どもの数の変化等）や地

理的特徴 

 人口 10 万対病院数は全国平均より少なく、診

療所が多い 

 府内２次医療圏は８圏域あるものの、府域全体

の面積は 1,905 ㎢と全国２番目に狭く、出生数

は減少傾向 

 小児医療について、外来医療は大阪市医療圏へ

の流入が多く、入院医療は豊能、泉州、大阪市

医療圏は流入が多くなっている 

業務内容 医療機関への紹介 

 大阪母子医療センターを受診中の患者を中心に

医療機関の紹介を実施しているが、連携先地域

や疾患に偏りがある 

業務内容 相談支援 

 県内の小児慢性特定疾病患者の約３分の１が当

院を受診していることから、当センターが支援

の中心的役割を担っている。令和６年度は、移

行先の調整にあたり、本人・家族および医療機

関とのやり取りを含めて 690 件（197 人）の支

援を実施した。なお、大阪母子医療センター以

外の医療機関を受診中の患者対応は９件であっ

た 



59 

大項目 小項目 ヒアリング結果 

 当事者からは転科に関する相談やどのように移

行するかという相談、小児科医からは移行先に

関する相談、保健所や相談事業所からは自律・

自立支援の実施方法や、心持ちをどのようにす

ればよいかという相談がある 

協議会の開催（頻度・構成・議題

内容） 

 年に２回、「大阪府移行期医療推進会議」を開

催している  

 構成：大学教授（医師、看護師）、大阪府医師

会、大阪府内科医会、大阪小児科医会、保健所

長会、小児科を標榜する主たるセンター医師な

ど 

 議題内容：活動報告に対する意見・承認を得、

活動を推進する 

広報啓発内容  HP を充実化、Web 研修会を実施している 

移行期医療支援に関する研修 

 研修会や懇話会などを年に数回実施している 

 研修で取りあげた疾患について、「自律・自立

支援マニュアル」として疾患別の症例集を作成

している 

自律・自立支援 

 小児の診療科が自律・自立支援を実施する必要

があると考えており、大阪母子医療センターと

して実施している。看護を中心に、療養行動の

目安を作成し、子どもたちがどのように大人に

なっていくのかの目安をベースとしている 

 移行期医療支援センターとしては、小児専門看

護師を中心に、「自律・自立支援懇話会」を立

ち上げ大阪府全体の病院で活用するため、自

律・自立支援チェックリストの作成を検討して

いる 

 患者や家族向けに、自律・自立支援に関する HP

を作成し、目標や療養行動における目安につい

て記載している 

連携内容 

連携する医療機関の把握方法 
 大阪母子医療センターで連携している医療機関

や研修会にてアンケートを実施 

連携している医療機関数  100か所程度と連携している 

医療機関間の状況共有や連携の方

法 

 大阪母子医療センターが南部にあるため、連携

先は南部に偏っていたり、神経内科や遺伝診療

科などに偏っていたりする。連携は薄いため、

相談すれば移行できるほどではないため、どの

分野でも連携を強めていく必要がある 

他職種間で共通理解が必要なこと

がある際の対応 

 医療機関間の連携や多職種間の共通認識を持つ

ために、移行前カンファレンスを実施している 
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大項目 小項目 ヒアリング結果 

 医療的ケア児や障害のある方の移

行における対応、医療的ケア児等

支援センターとの連携等 

 医療的ケア児や障害のある方の場合は、地域の

在宅医に関する情報を収集して移行前カンファ

レンスを実施している。医療的ケア児等支援セ

ンターは母子センター内に設置されており、ま

た移行期医療支援センターの部会のケースワー

カーが医療的ケア児等支援センターのコーディ

ネーターであるため、様々相談し連携している 

業務上の課題 

移行期医療支援センターの業務内

容で課題に感じること 

 移行期医療支援センターに求められる業務内容

の全てが課題となる 

支援を行うにあたって課題に感じ

ること 

 設置場所以外の医療機関に通院中の患者につい

ては、主治医が主体的に動かない限り介入は難

しいため、どのように連携するかという課題が

ある 

連携体制について課題に感じるこ

と 

 急性増悪時の入院などの役割分担などに課題が

ある 

 センターが大阪府の南部にある。神経・筋疾患

においては、北部では保健師や医療機関で独自

にネットワーク会議が実施されているため、今

後連携していきたい 

支援体制について課題に感じるこ

と 

 自律・自立支援（主に就労支援）が課題であ

る。最終的な自律・自立支援の目的は、患者が

就労し、納税者になることだと考えている。就

労機関に繋げたいが、コーディネーター１人で

は対応ができない。就労支援は大人に対する支

援であり、小児病院に所属するケースワーカー

は、就労支援が得意ではなく、別機関に繋がな

ければいけない 

 月１回程度、就労支援としてハローワークなど

のコーディネーターが、出張形式の就労相談窓

口があると良い。就労支援は医療との結びつき

が少なく、支援が薄い 

 支援を行うにあたって、実施しよ

うとして実施できていないもの 

 医療機関を把握できておらず、繋がりもない 

 患者・家族が移行について十分な説明を受けな

いまま急に知ることや、成人診療科の対応によ

って傷つくことがある。こうした状況の背景に

は、自律・自立支援を通して本人が病気を受け

入れ、円滑に成人の医療機関へつながるという

理想的な移行のあり方について、小児科側への

啓発が十分でないことが挙げられる。今後は、

この点に関する継続的な啓発が必要である 

その他 
 移行期医療支援センターを設置し

たことによる効果（院内・院外） 

 センター設置により、さらに院内で移行期の必

要性が理解された。また、相談する部門が明確

化された。院内の委員会にて、大阪府全体の動

きを伝えることで移行期医療支援が推進されて

きたと感じる 
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大項目 小項目 ヒアリング結果 

 院外については、保健所主催の交流会などにセ

ンターとして出向き、講演会や交流会を行って

おり効果を感じている 

 本人の自律・自立支援や成人移行の必要性を踏

まえ、保健所においても独自に移行期医療支援

に関する取り組みが進められている 
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図表 41 ヒアリング結果概要（滋賀医科大学医学部附属病院） 

大項目 小項目 ヒアリング結果 

基本情報 

センター設立の経緯 

 令和４年より院内で移行期医療連携チームを発

足して移行期医療に取り組んでいたところ、滋

賀県からのヒアリングがあり、準備期間を経て

令和６年に滋賀医科大学医学部附属病院内にセ

ンターを設置することとなった 

センターの人員体制（医師、看護

師、MSW 等） 

 医師３名、看護師３名（うちコーディネーター

１名）、ソーシャルワーカー１名、事務４名、

いずれも兼任 

 センターの設置場所  滋賀医科大学医学部附属病院内 

自治体内の医療機関数を把握され

ている場合、成人・小児期医療機

関の数 

 成人診療所：930（うち小児科系診療所は 253） 

 病院数：57（うち小児科がある病院は 27） 

地域特有の特徴（病院の多寡・高

齢者・子どもの数の変化等）や地

理的特徴 

 医療圏域は７つ。遠隔地域も含まれる。医療機

関数には地域差がある。高齢者、子どもの数は

地域によって偏りがある 

業務内容 

医療機関への紹介 
 センターとして医療機関の紹介は実施していな

いが、個別に移行先を探し依頼している 

相談支援 

 HP やリーフレットに相談支援について掲載し、

移行を進める際に患者に案内している 

 院外の相談例としては、小慢から難病に該当疾

患がない方から今後利用できる制度について問

い合わせがあった。ソーシャルワーカーに繋

ぎ、対応した。また、医師から移行の話をする

際に不安な思いがある患者に対しては、必要で

あれば医師との繋ぎになる対応を実施 

協議会の開催（頻度・構成・議題

内容） 

 圏域全体に声をかけ、年に 1 回、Webと対面の

ハイブリット型で協議会を実施。患者会、保健

所、看護協会、病院協会、医師会、療養支援体

制に関わる部署に参加いただき、活動内容の報

告とディスカッションを実施した 

 各病院にメンバー選定を依頼すると小児科医に

偏るため、今後は各病院から成人診療科医の参

加を促したい 

広報啓発内容 
 HP やリーフレットに相談支援について掲載し、

移行を進める際に患者に案内している 

移行期医療支援に関する研修 

 センターとしての研修会を年１回開催してい

る。医師以外の医療従事者や訪問看護師なども

参加した。病院や診療所以外に、教育機関など

にもメールで周知した 

 院内のセミナーや地域の研究会での発表も実施

している 



63 

大項目 小項目 ヒアリング結果 

自律・自立支援 

 患者・保護者に対して、質問用紙を用いて自立

度を確認している。不安や課題について、コー

ディネーターとともに取り組む。患者の手元に

資料として質問用紙の控えを渡す、もしくは別

のツール（治療内容や移行支援についてのサマ

リーノート）も検討したいと考えているが、ま

だ具体的には進んでいない 

連携内容 

連携する医療機関の把握方法 
 県内医療機関（病院、診療所）に受け入れにつ

いてアンケート調査を実施 

連携している医療機関数 

 アンケート調査結果を基に受け入れ先のリスト

を作成して医療機関を把握し、今後繋いでいく

予定 

医療機関間の状況共有や連携の方

法 

 アンケート調査結果を基に受け入れ先のリスト

を作成して医療機関を把握し、今後繋いでいく

予定 

他職種間で共通理解が必要なこと

がある際の対応 

 多職種間で共通理解を図るために、院内では小

児科・成人診療科間で症例・疾患分野別のカン

ファレンスを実施している 

 医療的ケア児や障害のある方の移

行における対応、医療的ケア児等

支援センターとの連携等 

 医療的ケア児や重症心身障害に関する協議会に

参加している 

 滋賀県には医療的ケア児が入院できる、障害の

ある方の入所施設があり、外来、通所、入院が

できる。当施設に移行している方が多いが、ニ

ーズが増え、マンパワー不足に陥っている。当

施設からは、受け入れたいが、緊急時のバック

アップ体制がないと受け入れに不安があり、診

療情報提供書以外の詳しい資料が欲しいと伺っ

ている。今後は在宅看護や訪問看護も利用し

て、身近な地域でできることも考えていかなけ

ればいけない 

業務上の課題 

移行期医療支援センターの業務内

容で課題に感じること 

 移行期医療支援センターに求められる業務内容

の全てが課題となる 

 特に他院の診療科との調整に課題があり、まず

は受け入れ先リストを作成する必要がある。さ

らに、調整を実施する際の専属の人員の確保が

課題となる 

支援を行うにあたって課題に感じ

ること 

 マンパワーが不足している。コーディネータ

ー、事務員の配置や医師の業務負担増加に対す

る予算が不足している 

連携体制について課題に感じるこ

と 

 成人期医療機関への啓発・周知が行き届きにく

く、移行先医療機関のリスト作成に時間を要し

ている 

 研修会に参加しているのは小児科がメインであ

るため、成人診療科医も集めていきたい 
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大項目 小項目 ヒアリング結果 

支援体制について課題に感じるこ

と 

 療養生活支援体制を支える福祉サービスや、教

育機関、保健所などとの協議の場が不十分であ

る 

 支援を行うにあたって、実施しよ

うとして実施できていないもの 

 発達障害のある患者に対する支援方法を検討中

である。精神科など様々な医師との連携も必要

だと考えており、精神科診療所にアンケート調

査を実施し、受け入れ先リストを作成中。調査

の実施をすることで移行期医療支援について周

知の効果がある 

その他 
 移行期医療支援センターを設置し

たことによる効果（院内・院外） 

 院内では、移行患者の自立支援が促進されてい

る。領域ごとにカンファレンスも実施してお

り、成人診療科からの共感が得られるようにな

っている。意見交換がしやすくなり、今後の方

向性についても話しやすくなった 

 院外に向けて HPやリーフレットに相談支援に

ついて掲載している。電話相談例としてはまだ

少ないが、小慢から難病に該当疾患がない方が

今後利用できる制度について問い合わせがあっ

た。ソーシャルワーカーに繋ぎ、対応した。ま

た、院外医療機関でも成人移行への関心が高ま

っている 

 

図表 42 ヒアリング結果概要（京都府立医科大学附属病院） 

大項目 小項目 ヒアリング結果 

基本情報 

センター設立の経緯 

 令和５年 12月、京都府立医科大学附属病院に

移行期医療支援センターを設置し、成人診療科

や医療機関とのカンファレンスを実施し、院内

患者を対象に移行を実施 

 令和７年 4 月、京都府全域を対象とした京都府

移行期医療支援センターを設置することとなっ

た。同院において移行期医療支援に関する情報

が蓄積されている点や、地域の医療機関との診

療ネットワークを有する点を踏まえ、センター

の設置先に選定 

センターの人員体制（医師、看護

師、MSW 等） 

 医師 13 名、看護師５名、臨床心理士１名、社

会福祉士１名（移行期医療支援コーディネータ

ー）で構成され、社会福祉士１名（移行期医療

支援コーディネーター）は専任 

 センターの設置場所  京都府立医科大学附属病院内 

 

自治体内の医療機関数を把握され

ている場合、成人・小児期医療機

関の数 

 診療所：2,217（うち小児科を標榜する診療所

は 513） 

 病院：159（うち小児科を標榜する病院は 63） 
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大項目 小項目 ヒアリング結果 

地域特有の特徴（病院の多寡・高

齢者・子どもの数の変化等）や地

理的特徴 

 京都府には、5 つの医療圏があり、それぞれの

地域性に根差した基幹病院がある。南北に長い

地形であり、京都市内から公共交通機関で２時

間以上かかる地域もあるため、各医療圏におい

て地域性を考慮して専門性の高い医療を提供す

るとともに、各医療圏の他の病院や医療機関と

の連携を強化している 

 京都府は全国でも特に高齢化の進行が著しい地

域の一つであり、高齢化率は全国平均を上回

り、今後もさらに高齢化が進むと予測されてい

る。少子化も進行しており、小児医療の需要が

減少する一方、将来的な医療ニーズの変化に対

応する必要がある 

業務内容 

医療機関への紹介  患者のニーズに合わせて紹介を実施 

相談支援 

 令和７年度 4～9月時点の移行期医療に関する

相談対応件数は、院内診療科から９件、その他

支援者２名、患者・家族 25 名 

 相談内容としては、受入れ先の成人診療科・医

療機関に関することが３件、連携方法や支援内

容に関することが６件、社会保障制度・福祉制

度に関することが 14 件、その他（疾患の療養

指導、両立支援に関すること、精神保健に関す

ること、相続問題・後見人制度・介護保険等に

関すること）が 23件 

協議会の開催（頻度・構成・議題

内容） 

 京都府移行期医療支援体制検討会を京都小児慢

性特定疾病対策地域協議会と同時開催している

（年に１回程度）。小児科医、教育・就労等自

立支援関係者、行政に加え、成人診療科医や患

者会が参加 

 

広報啓発内容 

 病院広報誌「かもがわ」における移行期医療に

関する特集掲載、HPの作成、移行期支援外来の

リーフレットの配架、院内におけるオープンホ

スピタルやクリスマスイベントにおけるポスタ

ー掲示による広報、京都府立医科大学雑誌への

論文掲載、府民公開講座での講演を実施 

 外来の患者が情報を得られる場所にリーフレッ

トを置いており、成人になった時の診療はどう

なるのかについて家族からの質問が増えている 

移行期医療支援に関する研修 

 令和７年１月に府内に勤務する医師、その他医

療従事者を対象とした「京都府移行期医療支援

普及研修会」を開催。先行して取り組んでいる

大阪府移行期医療支援センター長からの基調講

演、成人診療科の移行期医療連携成功事例報

告、医療費助成制度等、移行期医療の現場から

の報告などを実施 
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大項目 小項目 ヒアリング結果 

自律・自立支援 

 リーフレットの作成や、小児がん治療終了後の

長期フォローアップ外来における就学・就労支

援、健康指導、がん相談センターによる相談対

応を実施 

 移行期支援看護外来での健康指導を実施 

連携内容 

連携する医療機関の把握方法 

 日々の医療連携の中で把握した医療機関をもと

に独自のリストを作成。今後府内全域にアンケ

ートを行い、連携可能な医療機関を幅広く把握

する予定。HP で連携可能な施設を地域や診療科

から検索できるように準備中 

連携している医療機関数 
 連携実績はあるが、医療機関数は把握していな

い 

医療機関間の状況共有や連携の方

法 

 Webカンファレンス、紹介状、電話によって医

療機関間と状況共有や連携を実施。進学や就職

で関東圏に出る方の場合に、他都道府県の移行

先と Webでカンファレンスをする事例がある 

 小児慢性特定疾病の患者を診療している病院が

京都市内に集中しているため、北部の患者など

は地域の医療機関と京都市内の病院の両方にか

かっている。地域の医療機関は小児慢性特定疾

病の患者を診ている大学病院等から情報を得て

いただいている 

他職種間で共通理解が必要なこと

がある際の対応 

 カンファレンスを実施している 

 医療的ケア児や障害のある方の移

行における対応、医療的ケア児等

支援センターとの連携等 

 高次脳機能障害の方の就学について、高次脳機

能障害者支援センターと連携している 

業務上の課題 

移行期医療支援センターの業務内

容で課題に感じること 

 令和７年４月に設置されたばかりで、経験値が

少なく、特に以下が課題 

 成人期に達した小児慢性特定疾病の患者に

対応可能な診療科・医療機関に関する情報

の把握 

 他院の小児診療科と成人診療科の連絡調

整、コンサルタント、連携の支援 

 連携の難しい分野の現状を把握し、その改

善策の検討 

支援を行うにあたって課題に感じ

ること 

 患者のニーズ、移行先の施設の情報把握が不十

分 

 移行医療が必要な患者に、移行期支援外来、看

護外来が中心になって、面談しながらサポート

している。患者の住んでいる地域や自身の状況

の理解し、どのような移行先であれば安心して

受診でき、通いやすいかを、面談や診察の機会

に聞き取りを行い把握したい 
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大項目 小項目 ヒアリング結果 

連携体制について課題に感じるこ

と 

 令和７年４月に設置されたばかりで、課題の抽

出まで至っていない 

支援体制について課題に感じるこ

と 

 専門性の高い社会福祉士など、現場で動く人員

が不足している 

 保険診療で移行に関わっても加算されない。保

険診療上の支援があると快く受け入れていただ

ける 

 小児慢性特定疾病から難病に移行できない疾患

があるため、医療面でのサポートがなければ長

期的な成人移行が進まないケースがあると懸念

している 

 支援を行うにあたって、実施しよ

うとして実施できていないもの 

 令和７年４月に設置されたばかりで、対象事例

がない 

その他 
 移行期医療支援センターを設置し

たことによる効果（院内・院外） 

 これまで移行できていなかった成人に達した患

者からの移行の相談が増えた  

 移行期医療支援センターに「循環器病総合支援

センター」が隣接しており、医療従事者が積極

的に働きかけをしているなど、院内で医療従事

者への周知も進み、小児科が移行を進める意識

と、成人診療科でも受け入れる意識が上がって

いる。センターの設置によって、医療者と患者

への周知が実現できている 
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図表 43 ヒアリング結果概要（神戸大学医学部附属病院） 

大項目 小項目 ヒアリング結果 

基本情報 

センター設立の経緯 

 兵庫県疾病対策課が相談に来たことや、小児医

療に関わる医師が移行期について年３回くらい

勉強会を実施していた。それらを踏まえ、セン

ター設立に向けたワーキンググループが設置さ

れ、センターの設置場所や運営について具体的

に協議された。厚労省事業のモデル事業の後予

算化された 

 当初はこども病院にセンターを設置する案もあ

ったが、受け入れ側の視点が重要であるという

考えから、総合病院である神戸大学病院に設置

することとなった 

センターの人員体制（医師、看護

師、MSW 等） 

 医師７名、看護師１名、事務１名で構成され、

いずれも兼任 

 センターの設置場所  神戸大学医学部附属病院内 

自治体内の医療機関数を把握され

ている場合、成人・小児期医療機

関の数 

 2022 年度：小児医療機関 89施設 

 2023 年度：一般病院と診療所 約 5,500 施設 

（紹介元医療機関数：約 5,000 箇所） 

地域特有の特徴（病院の多寡・高

齢者・子どもの数の変化等）や地

理的特徴 

 南部に医療機関が集中しており、日本海側は過

疎地域であり医療不足である 

 兵庫県は日本海と瀬戸内海に面して国土の 2.2%

占有し、広さは全国 12 位。29 の市と 12 の町

で、人口は 150 万人を超える市から 2万弱の町

で構成されている。総人口は（令和 7 年度指

標）で約 533万人。これは都道府県別人口の第

7 位、人口比率は 15 歳未満の人口が 12.2%、65

歳以上が 29.3%、その間が 58.5%となってい

る。しかし、人口比率も中央都市と町との格差

が大きい 

業務内容 

医療機関への紹介  各診療科にて医療機関の紹介を適宜実施 

相談支援 

 相談窓口（電話）を設置しており、相談件数は

10 件程度 

 事務が電話を受け、領域ごとに担当する医師に

連携している。移行期医療支援に関するメンバ

ーに医師 7 名が含まれているが、疾患は 7 領域

以上あるため、臨機応変に対応している。対応

できない場合はセンター長が対応している 

協議会の開催（頻度・構成・議題

内容） 

 年に 1～2 回、 「兵庫県移行期医療支援体制専

門家会議」を開催 

 神戸大学医学部附属病院内、県の医師会、

県のこども病院の看護師、兵庫県疾病対策

課にて、センターの運営について話し合う 

 月に１回、兵庫県疾病対策課と定例ミーティン

グを開催 
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大項目 小項目 ヒアリング結果 

広報啓発内容 

 研究会における講演などを実施している 

 精神科として、令和５年に院内に「児童思春

期・AYA 世代こころの総合医療センター」を立

ち上げており、神戸市や文部科学省と連携し

て、様々な市民公開講座などを実施している 

 近隣の在宅医療を行っている病院から、講演会

にて移行期医療支援のテーマで講演を依頼され

る 

移行期医療支援に関する研修 

 年に３回、移行期医療支援に携わっている方や

関心がある方向けに、「ひょうご移行期医療に

関する研究会」を実施 

自律・自立支援 

 各主治医が患者の自立を直接促している 

 センターとしては、年に３回、医師の有志で始

めた勉強会を開催している。世話人が勉強会の

テーマを決め、医師や看護師、MSW、教育関係

者、行政担当者など多職種に聴講いただく。啓

発や宣伝を行い、自律・自立支援の輪が広がる

ように努力している 

連携内容 

連携する医療機関の把握方法 

 どこまで患者を受け入れることができるかにつ

いて、 5,000 の医療機関に対するアンケート調

査を実施し、整理を実施している 

 それぞれの科で関連病院を中心に把握してお

り、研究会での発表や世話人会、懇親会での交

流を通じて把握している 

連携している医療機関数 

 糖尿病・内分泌内科では 17 施設 

 精神科は約 20 箇所 

 紹介元医療機関数：約 2,300 箇所 

医療機関間の状況共有や連携の方

法 

 糖尿病・内分泌内科としては 17施設、精神科

としては約 20 施設と個別に連携している 

 研究会や定期カンファレンス、電話、メールに

よって、診療情報提供書の連携や詳細な情報共

有を実施している 

 先天性心疾患領域では兵庫県立こども病院循環

器内科と神戸大学医学部附属病院循環器内科と

の診療連携があり、患者さんのスムーズな移行

を行っている 

他職種間で共通理解が必要なこと

がある際の対応 

 定期カンファレンス、電話、メール 

 精神疾患を罹患している場合、特に精神科以外

の科のスタッフに対して、精神科医から、詳細

な精神症状の説明や対応パターンを共有するこ

とがある 

 医療的ケア児や障害のある方の移

行における対応、医療的ケア児等

支援センターとの連携等 

 医療的ケア児に対しては、神戸大学医学部附属

病院内の小児外科医が中心となって支援してい

る 
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大項目 小項目 ヒアリング結果 

 医療的ケア児等支援センターとは個別に連携し

ている。小児科医が窓口となって、医療的ケア

児や障害のある方を診ている医師と繋がってい

る 

業務上の課題 

移行期医療支援センターの業務内

容で課題に感じること 

 糖尿病・内分泌に関して、神戸大学医学部附属

病院に来ていただく受診の頻度と地域の先生に

見ていただく頻度の配分に課題がある 

支援を行うにあたって課題に感じ

ること 

 糖尿病・内分泌に関して、小児科での説明内容

と移行先である成人診療科の対応とのギャップ

に課題がある 

連携体制について課題に感じるこ

と 

 糖尿病・内分泌においては、小児科と成人診療

科での遺伝子診療における役割分担に課題があ

る 

 行政との連携が不十分 

支援体制について課題に感じるこ

と 

 糖尿病・内分泌においては、他府県への転居時

のサポートに課題がある 

 移行期医療カンファレンスを立ち上げる話が出

ているが、内分泌や腫瘍（がん、腫瘍内科、小

児の腫瘍グループ、腫瘍血液内科）の領域では

すでに移行期医療カンファレンスが行われてお

り、領域間で実施内容に差がある 

 支援を行うにあたって、実施しよ

うとして実施できていないもの 

 難病相談支援センターとの連携や相談窓口を充

実させる体制づくりができていない。組織体制

上、患者支援センターに位置づけられているこ

とから、院内における役割分担や関係部門との

整理も必要 

 センターとしての体制がニーズに応えられてい

ない部分があるため、移行期医療支援に対する

モチベーションや役割を定め、センターとして

の組織体制を強固にしなければ進められない 

その他 
 移行期医療支援センターを設置し

たことによる効果（院内・院外） 

 移行期医療支援センターがあることによって、

移行期医療について困りごとを伺うこともあ

り、移行期医療が知られていると感じる 

 

図表 44 ヒアリング結果概要（愛媛大学医学部附属病院） 

大項目 小項目 ヒアリング結果 

基本情報 センター設立の経緯 

 大学病院の中にある移行期・成人先天性心疾患

センターは、多領域・多職種・専門職との連携

のもと、先天性心疾患をはじめとする小児期発

症の心疾患のある患者が、生涯にわたって安心

して受診できるような診療体制構築を目指して

設置された 
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大項目 小項目 ヒアリング結果 

 全領域における移行期医療を一気に進めること

はハードルが高いので、循環器の領域から始め

ている 

センターの人員体制（医師、看護

師、MSW 等） 

 各専門分野ごとに１～２名、看護師１名、MSW

２名で構成され、いずれも兼任 

 センターの設置場所 
 愛媛大学医学部附属病院 移行期・成人先天性

心疾患センター 

自治体内の医療機関数を把握され

ている場合、成人・小児期医療機

関の数 

- 

地域特有の特徴（病院の多寡・高

齢者・子どもの数の変化等）や地

理的特徴 

 愛媛県は、四国の北西側に位置し、東予・中

予・南予に分かれ、中予の人口が最も多い 

業務内容 

医療機関への紹介 

 移行先医療機関に連絡し、紹介状や医療情報の

提供をもって紹介を行う。８つの基幹病院とは

連携体制を構築している 

相談支援 

 自立している患者に対しては相談支援を実施し

ていない。自立が困難な方に対して、看護師や

愛媛大学病院内の「総合診療サポートセンタ

ー」や「NPO法人ラ・ファミリエ」にて相談に

乗っている 

 移行について早い段階から相談があったり、成

人となり今後どうしていくかという相談や親が

高齢になり子どもを見れないという相談があっ

たりする 

協議会の開催（頻度・構成・議題

内容） 

 移行期医療に関する協議会はない。愛媛大学病

院から愛媛県に人員配置の要望を出したが、実

現が難しく、協議会の開催に至っていない 

広報啓発内容 

 移行期・成人先天性心疾患センターができたこ

とによって、移行医療の意識付けになってい

る。検診施設等でのパンフレット・ポスター配

布を通じて、医療からドロップアウトしている

人への周知を行うとともに、移行期に関する啓

発も併せて実施している  

移行期医療支援に関する研修 

 医療者向けの移行期医療に関する勉強会を、移

行期・成人先天性心疾患センター開始から月に

1 回実施している。現在は医療者、支援者、学

生など関心がある方が誰でも参加できるように

なっており、看護師や愛媛県、「NPO 法人ラ・フ

ァミリエ」に登壇いただいている 

 研修の成果として、在宅医療の方が移行期医療

に興味を持っていただき、今後患者を受け入れ

ると言っていただけた  
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大項目 小項目 ヒアリング結果 

自律・自立支援 

 小児慢性特定疾病自立支援事業で実施している

自律・自立支援と連携している。移行期を見据

えた自立支援が重要であり、入院時に看護師か

らも意識して話している 

連携内容 

連携する医療機関の把握方法 

 最初は顔の見える関係性作りから始まる。地域

の基幹病院の方に個別に頼り、後から連携体制

を構築していく 

 移行を受け入れられる開業医を十分に把握でき

ていない。そのため、開業医との連携は、大学

病院の内科医が地域の医療機関で兼業している

際のつながりを通じて情報を得ながら、循環器

内科の医師同士で個別に相談して進められてい

る 

 小児医療では、心疾患等の場合に大学病院へ直

接通院し、かかりつけ医を持たないケースが多

い。一方、成人診療科ではかかりつけ医を軸と

した診療体制が一般的であるため、成人医療の

診療の考え方を小児医療においても踏まえて進

めることが求められる 

連携している医療機関数 - 

医療機関間の状況共有や連携の方

法 

 月 1 回の勉強会で内科医に座長を依頼するな

ど、勉強会で自分事としてとらえていただく機

会を設けた。現在は、県内の基幹病院おおむね

８施設について、直接依頼が可能な関係性を構

築している 

 どれくらい受け入れられるかや診療体制にどの

くらい協力いただけるかは、各病院の院長、副

院長、循環器の部長等に状況を聞きながら進め

ている 

他職種間で共通理解が必要なこと

がある際の対応 

 どのように進めるかについて、看護師、支援

者、サポートセンターを含めて話す機会を設け

ている。月 1回の多職種連携カンファレンスを

実施しており、具体的な事例を相談する機会と

している 

 医療的ケア児や障害のある方の移

行における対応、医療的ケア児等

支援センターとの連携等 

 多職種連携カンファレンスなどで医療的ケア児

について情報共有する。医療的ケア児等支援セ

ンターは、相談を受けた際に地域の関係機関を

紹介する程度の連携である  

業務上の課題 

移行期医療支援センターの業務内

容で課題に感じること 

- 

支援を行うにあたって課題に感じ

ること 

 移行期医療に関する考え方は、各立場（当事

者、医療者、看護師など）でさまざまであり、

調整が必要と考えている  
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大項目 小項目 ヒアリング結果 

連携体制について課題に感じるこ

と 

 大学病院の内科で継続して診ていただけるとは

限らないので、基幹病院や地域の社会資源、ク

リニックの連携は今後も必須である 

支援体制について課題に感じるこ

と 

 各基幹病院に、移行期医療に関する窓口がある

と良い。窓口があることで、大学病院と基幹病

院で医療者や支援者の連携がしやすくなる。移

行期医療に関する意識付けや周知のためにも、

窓口が必要 

 支援を行うにあたって、実施しよ

うとして実施できていないもの 

 大学病院から開業医に移行する場合に、小児医

療の改善につなげる予後調査に活用できるた

め、移行後患者がどのような状態かを長期的に

把握するシステムを構築しなければいけない。

地域の医療圏で手術を受けた事例などにフィー

ドバックできなくなる 

その他 
 センター設置を委託されることの

効果 

 県から委託を受けると、移行期医療支援センタ

ーとして公表できるという強みがある。委託す

ることによって、１名の専属配置を設け、各基

幹病院に移行期医療に関する窓口を設けること

ができると良い 
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（３）ヒアリングを踏まえた移行医療支援としての実施内容 

（２）の調査結果を踏まえ図表 46～図表 47 のとおり、ヒアリング先の実施内容を一覧化した。 

図表 45 移行期医療支援としての実施内容一覧（１/２） 

 
 

図表 46 移行期医療支援としての実施内容一覧（２/２） 
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（４）各地域におけるデスクトップリサーチ

①デスクトップリサーチの目的

地域の医療資源等によって移行期医療支援手法にどのような差があるのかを把握し、地域ごと

の課題抽出を行うため、先述の（２）の調査結果を踏まえ、移行期医療支援センターの施策の背景

や支援内容の理解度を深める。 

②デスクトップリサーチ内容

デスクトップリサーチでは、各ヒアリング先地域の「人口」「15 歳未満の人口」「小児慢性特定

疾病児童の人数」「病院数（令和６年）」という項目に沿ってリサーチを実施した。リサーチの結果

は図表 48 のとおりである。 

図表 47 デスクトップリサーチ結果 
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４．考察 

 本章では、第３章における移行期医療支援センターの所在地域の調査・分析を踏まえ、各地域にお

ける医療資源の差を踏まえた移行期医療支援体制を検討するため、本事業で得られた知見を踏まえ

た支援方法等について考察する。 

 

（１）各地域の移行期医療支援体制の整理 

本事業における移行期医療支援センターにおけるヒアリング調査や分析の結果から、各地域の

移行期医療支援体制には一定の差異が認められた。これらの差異は、移行期医療支援センターの

考え方や受託機関の特性などが影響していると考えられる。以下では、「（ⅰ）移行期医療支援の

現状」や「（ⅱ）受託機関の特性による傾向」の観点から整理し、「（ⅲ）今後センター設置を推

進していく上での考え方」を示す。 

 

（ⅰ）移行期医療支援の現状 

12 か所（令和７年 11 月時点）の移行期医療支援センターへのヒアリング調査の結果、支援内

容には一定の差異があった。今回は移行期医療支援センターの役割である、小児科から成人診療

科への医療の橋渡しと自律・自立支援の実施に関して、その違いを整理する。 

 

＜小児科から成人診療科への医療の橋渡し＞ 

「センター設置を受託している医療機関以外の医療機関への紹介を実施している」センターは

８か所であり、具体的な支援内容は、「医療機関に対応可能な病院の情報提供を実施している」、

「他院の患者の場合はかかりつけ医療機関と連携して紹介先の選定・調整を実施している」であ

った。 

「設置元の医療機関としては他の医療機関への紹介を行っているが、センターとしては紹介し

ていない」が４か所であった。医療機関への紹介について、「患者が通っている医療機関を通じ

て移行を進める方が望ましいため、センターとして患者への紹介はしていない。一方、他自治体

から転入する患者は医療機関に関する情報が不足しているため、センターからの情報提供が必要

である」との意見もあった。 

＜自律・自立支援＞ 

「チェックリスト等を活用した自律・自立支援を実施している」センターは８か所、「困りご

とや相談に対して個別に支援を実施する」センターは４か所であった。 
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（ⅱ）受託機関の特性による傾向 

現在の移行期医療支援センターの受託機関は、①大学病院等（小児科及び成人診療科を併せ持つ

医療機関）、②こども病院（小児専門病院）、③病院以外（県民センター等）の３種類に大別される。  

大学病院等が受託している場合は、院内移行に関する支援が中心となり、病院外の医療機関への

紹介を積極的に実施している例は少なかった。こども病院が受託している場合は、患者や保護者に

対する自律・自立支援を小児期から実施できるという強みが挙げられた。病院以外が受託している

場合は、第三者機関として患者や保護者が安心して相談できる点や、難病相談・支援センターが併設

されていることにより比較的就労支援と連携しやすい点が強みであった。 

これらを踏まえ、本事業により、受託機関の特性に応じて支援内容に一定の傾向がみられるこ

とがわかった。検討委員会においても、受託機関の強みに応じて支援内容が異なることは妥当で

あるとの意見があった。 

 

（ⅲ）今後センター設置を推進していく上での考え方 

以上（ⅰ）及び（ⅱ）を踏まえ、移行期医療支援センターの実施内容は多様であるが、受託機

関の特性を反映した支援が行われていることがわかった。今後、センターの設置を促進する際に

は、都道府県が委託する機関の選択により支援内容や強みが異なることを周知することや、セン

ターの設置意義、必要性、設置による効果等を都道府県向けに整理し、研修会・勉強会等を行い

情報発信することが有効だと考えられる。 

また、本事業において、地域ごとに患者やその家族の移行期医療支援に関する困りごとを把握

する調査票を作成した。先述した勉強会・研修会の実施に加え、各都道府県が当該調査項目を活用

し、地域におけるニーズを明確化することは、移行期医療支援センターの設置検討を具体化する

上で有効と考えられる。 

 

（２）移行期医療支援におけるネットワーク 

移行期医療支援センターは、都道府県内の移行期医療支援を推進する上で中核的な役割が期待さ

れる。一方、各都道府県に設置される移行期医療支援センター1 ヵ所だけでは、設置都道府県全域の

医療機関と網羅的にネットワークを構築することが、人的体制や地理的条件等の観点から難しいと

の意見がヒアリングにおいて聞かれた。 

この意見を踏まえ、移行期医療支援を推進する上でのネットワーク構築の考え方を、「（ⅰ）地域の

関係者を活かしたネットワークの構築」及び「（ⅱ）移行期医療支援センターのハブ機能の明確化」

という観点から整理した。 
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（ⅰ）地域の関係者を活かしたネットワークの構築 

検討委員会において、難病診療連携拠点病院を中心とした難病医療提供体制のネットワークを活

用し、地域の医師会やかかりつけ医等も含めて連携を強化できると良いのではないかとの意見があ

った。一方で、指定難病に含まれない小児期発症の慢性疾患については、難病医療提供体制のネット

ワークを活用することはできないため、保健所を中心とした別のネットワークの構築を検討するこ

とも一案ではないかとの意見があった。 

このように、地域の関係者を活かしたネットワークを検討し、移行期医療支援に関するネットワ

ークとして実際に機能させるためには、関係機関間の調整、情報共有、相談・紹介の窓口の明確化等

を担う主体が必要となる。今後は、モデル的に、地域の移行期医療支援に関わる関係者を集め、ネッ

トワーク構築を実行段階まで伴走的に支援することも一案ではないか。 

 

（ⅱ）移行期医療支援センターのハブ機能の明確化 

本事業では、都道府県から移行期医療支援センター機能を受託していないが、独自に移行期医療

支援センターを設置し、移行期医療支援を実施している医療機関に対してもヒアリングを実施した。

当該ヒアリングでは、移行期医療支援センターとして都道府県から受託することが出来れば、移行

期医療支援センターに専任のコーディネーターを配置することができるため、医療機関ごとの連携

が一層進むのではないかと意見があった。 

一方、設置都道府県全域の医療機関を一つのセンターを拠点として把握、調整し、ネットワークを

構築することは、困難であるため、各地域の基幹病院に窓口を設けることができれば、医療機関ごと

の連携が一層進むのではないかと意見があった。 

また、検討委員会においても、移行期医療支援センターが各都道府県に 1 カ所での対応が困難な

場合は、地域の実情に応じて、可能であれば都道府県にて追加の予算措置を講じた上で、センターの

増設や窓口機能の拡充を検討することも一案であるとの意見があった。  

これらの意見を踏まえ、センターが単独で全ての移行期医療支援を担うのではなく、医療圏や基

幹病院ごとにセンターの分室・窓口等を担う機能を設置し、移行期医療支援センターが中心となっ

て連携を進めることも一案ではないか。移行期医療支援センターに、都道府県内の移行期医療支援

ネットワークを構築するための「ハブ機能」を設けることをセンターの要件とすることも考えられ

る。 
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（３）移行期医療支援に関わる人材育成 

ヒアリング調査では、移行期医療支援センターの課題として、移行期医療支援に関わる人材不足

を挙げる回答が多かった。検討委員会では、特にネットワークの構築を担う人材の育成が難しいと

の意見があった。 

なお、移行期医療支援に取り組んでいる医療機関へのヒアリングでは、移行に際してソーシャル

ワーカーが中心となって、個別症例に応じて多職種による移行支援チームを編成している例もあっ

た。 

これらを踏まえ、移行期医療支援センターのコーディネーターや移行期医療支援に関わる方を対

象に、ネットワーク構築の先行事例などを学ぶ機会の創出が有効だと考えられる。また、移行期医療

支援のネットワーク構築に関する指針や実務上のポイントに焦点を当て、症例に応じた個別の移行

支援チーム編成等の具体的な事例を提示する「コーディネーターの手引き」や「コーディネーターの

業務ガイドライン」などを作成することも有効ではないか。 

さらに、ネットワークの構築を担うコーディネーターに対して、コーディネーターの役割や業務

内容等に関して研修を実施することも一案だと考えられる。 

 

（４）移行期医療支援センターに対する評価の仕組み 

（１）で先述したとおり、移行期医療支援センターにおける移行期医療支援の実施内容は多様

であるが、検討委員会において、実施主体である都道府県が移行期医療支援センターの実施内容

を把握できていないとの意見があった。 

また、「全国移行期医療支援センター連絡会」の実施など、移行期医療支援センターがセンタ

ー同士で情報交換をする機会はあるものの、移行期医療支援センター自身にチェック機能はな

く、移行期医療支援センターの基本的役割の均霑化、都道府県が業務内容を把握するためのチェ

ック機能が必要であるとの意見もあった。 

これらを踏まえ、移行期医療支援の実施内容の質の担保及び向上施策のため、設置主体である

都道府県等がセンターの取組を定期的に振り返る仕組みが必要だと考える。このため、センター

の実施している支援内容を評価する項目を今後作成し、各センターが実施すべき役割の達成状況

を自己評価するとともに、実施主体である都道府県が自己評価の結果を把握・活用できる仕組み

が有効ではないか。 
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付録 

付録 各ステークホルダーのツール 

① 医療機関向けツール
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② 都道府県向けツール
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